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李
朝
初
期
に
は
『
元
六
典
』
、
『
続
六
典
』
（
い
ず
れ
も
散
侠
）
と
い
く
た
び
か
法
典
が
改
定
、
編
纂
さ
れ
て
『
経
国
大
典
』
が
成
立
し
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た

（
成
宗
十
六
年
〔
一
四
八
五
〕
刊
）
知
く
、
把
典
も
や
は
り
し
ば
し
ば
改
定
さ
れ
た
。
『
世
宗
実
録
』
宜
礼
が
修
正
・
補
完
さ
れ
た
末

に
『
国
朝
五
礼
儀
』
が
編
纂
さ
れ
（
成
宗
五
年
〔
一
四
七
回
〕
刊
）
、
こ
こ
に
李
朝
初
期
に
お
け
る
札
制
改
革
は
一
段
落
し
た
と
み
て
よ
い
。

近
年
、
韓
国
の
学
会
で
は
国
家
儀
礼
を
取
り
扱
っ
た
論
考
が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
、
李
朝
時
代
の
祭
組
制
度
研
究
に
も
よ
う
や
く
関
心

が
向
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
池
斗
燦
氏
は
朱
子
性
理
学
の
受
容
過
程
を
解
明
す
る
た
め
に
、
宗
廟
祭
・
文
廟
祭
な
ど
の
祭
記
儀

礼
の
変
遷
過
程
を
究
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
李
範
稜
氏
は
高
麗
時
代
の
五
札
研
究
を
基
礎
に
李
朝
初
期
の
「
国
朝
五
礼
儀
』
成

立
以
前
の
五
礼
研
究
を
進
め
て
お
り
、
最
近
こ
れ
ら
の
論
考
を
集
大
成
し
て
『
韓
国
中
世
礼
思
想
研
究
』
と
題
し
た
一
冊
の
研
究
書
を
刊

行
さ
れ
た
。
朝
鮮
の
札
制
研
究
に
従
事
す
る
学
徒
が
決
し
て
多
く
は
な
い
な
か
で
、
こ
う
し
た
大
系
的
な
研
究
舎
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
は

そ
れ
自
体
が
学
会
へ
の
問
題
提
起
と
も
な
り
、
ま
た
あ
ら
た
め
て
札
制
研
究
の
困
難
さ
を
痛
感
す
る
。

思
想
史
あ
る
い
は
制
度
史
的
側
面
か
ら
の
朝
鮮
札
制
研
究
の
立
ち
後
れ
は
、
李
朝
初
期
の
思
想
史
・
制
度
史
が
必
ず
し
も
充
分
に
解
明

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

『
国
朝
五
礼
儀
」
を
利
用
し
た
札
制
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
周
知
の
知
く
、
札
制
と
は
非
常
に
形
式
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

内
容
は
冗
慢
で
さ
え
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
祭
礼
制
度
は
古
制
研
究
の
深
化
・
発
展
と
と
も
に
頻
繁
に
改
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
す

べ
て
の
祭
礼
制
度
の
変
遷
過
程
を
追
究
す
る
こ
と
は
困
難
な
作
業
で
あ
り
、
そ
う
し
た
作
業
は
筆
者
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で

あ
る
。そ

こ
で
、
本
稿
で
は
そ
の
基
礎
的
作
業
の
一
環
と
し
て
『
世
宗
実
録
」
五
札
と
『
国
朝
五
礼
儀
』
に
み
え
る
国
家
祭
把
の
差
異
、
す
な

わ
ち
吉
礼
の
祭
把
の
う
ち
で
も
小
認
に
み
え
る
変
動
に
つ
い
て
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
『
国
朝
五
礼
儀
』
成
立
期
に
お
け

る
国
家
祭
把
の
特
性
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
『
世
宗
実
録
』
五
礼
と
「
国
朝
五
礼
儀
』
の
比
較



『
国
朝
五
礼
儀
』
が
李
朝
初
期
の
国
家
祭
杷
儀
礼
の
全
容
を
伝
え
る
礼
書
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
以
前
の
札
書
と
し

て
は
も
ち
ろ
ん
『
世
宗
実
録
』
に
附
録
さ
れ
た
「
五
札
」
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
札
書
は
「
未
成
之
書
」
で
あ
り
、
と
り
わ
け
吉
礼
の
部

分
は
太
宗
朝
（
一
四
O
O
－
－
八
年
）
に
撰
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
こ
れ
の
み
を
利
用
し
て
李
朝
初
期
の
国
家
祭
杷
の
特
性
を
考

察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
『
世
宗
実
録
』
五
礼
を
修
正
・
補
完
し
た
の
が
『
国
朝
五
礼
儀
』
で
あ
り
、
唐
の
『
通
典
」
や
明
の
『
洪

武
札
制
』
、
あ
る
い
は
前
期
高
麗
の
『
古
今
詳
定
礼
』
な
ど
が
参
考
さ
れ
た
。
よ
っ
て
こ
の
礼
書
こ
そ
が
李
朝
初
期
の
札
制
の
水
準
を
知

ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
円
世
宗
実
録
』
五
札
を
踏
襲
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
儀
礼
詳
定
所
や
集
賢
殿
に
よ
る
札
制
研
究

の
成
果
を
反
映
し
て
両
書
に
は
異
同
が
生
じ
て
お
り
、
と
り
わ
け
小
記
に
は
そ
れ
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
李
朝
初
期
の
こ
の
両
書
に
規
定
さ
れ
た
大
記
・
中
杷
・
小
杷
の
項
目
名
を
比
較
し
た
の
が
【
表

I
】
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に

前
期
高
麗
の
礼
書
で
あ
る
『
高
麗
史
』
礼
志
、
そ
し
て
李
朝
初
期
の
総
合
法
典
で
あ
る
「
経
国
大
典
』
礼
典
に
み
え
る
規
定
を
も
附
し
た
。

た
だ
、
後
者
で
は
「
凡
儀
証
、
周
五
札
儀
」
（
巻
三
、
礼
典
、
儀
註
条
）
と
し
て
札
書
の
役
割
は
『
国
朝
五
礼
儀
』
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
遺
漏
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
経
国
大
典
』
は
禁
祭
・
繭
祭
・
七
杷
を
脱
落
し
て
い
る
。

さ
て
、
両
書
の
項
目
名
を
比
較
し
た
場
合
、
ま
ず
大
花
に
み
え
る
異
同
は
永
寧
殿
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
廟
か
ら
桃
遷
し
た
先
王
の
神
位

を
奉
安
す
る
別
崩
で
あ
り
、
世
宗
三
年
（
一
四
一
一
一
）
に
太
宗
の
意
に
よ
り
「
永
寧
殿
」
と
命
名
さ
れ
、
宗
廟
の
西
側
に
設
置
さ
れ
た
。

こ
の
祭
杷
儀
註
に
関
し
て
は
、
世
宗
七
年
に
春
享
を
永
寧
殿
に
摂
行
し
た
際
の
儀
註
を
基
礎
に
、
『
国
朝
五
礼
儀
』
で
は
「
春
秋
享
永
寧

殿
儀
」
と
し
て
定
着
す
る
。

次
に
中
杷
を
み
る
と
、
そ
の
最
後
に
「
歴
代
始
祖
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
世
宗
実
録
』
五
礼
の
「
朝
鮮
檀
君
」
「
後
朝
鮮
始
祖
箕
子
」

「
高
麗
始
祖
」
の
一
二
始
祖
神
が
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
三
国
始
祖
で
あ
る
東
明
王
・
温
酢
王
・
赫
居
世
も
包
含
さ
れ
、
ま

た
そ
の
祭
杷
儀
礼
の
形
態
に
お
い
て
も
、
円
世
宗
実
録
』
五
札
で
は
「
享
朝
鮮
檀
君
儀
〔
享
箕
子
儀
同
〕
」
（
〔

「
享
高
麗
始
祖
儀
」
の
知
く
別
箇
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
「
国
朝
五
礼
儀
』
で
は
、
「
享
歴
代
始
祖
儀
」
と
し
て
統
合
・
整
備
き
れ

〕
内
は
割
註
、
以
下
同
じ
）

李
朝
初
期
に
お
け
る
周
家
祭
杷

一
一
一



［衰 I] 李朝初期の大記・中把・小記

『高麗史j礼志I) 『世宗実録』五礼Z) 『国朝五礼序伊UJa> 『経国大典」礼典4)

園丘 社稜 社稜 社稜

方沢 宗廟 宗廟 宗廟

大 社稜 永寧殿 永寧殿

太廟

記 別廟

景霊殿

諸陵

籍回（先農） 風雲雷雨 風雲雷雨 風雲雷雨

先蚕 主義海i費 j設海演 j議海演

中 文宣王 先農 先農 先農

先蚕 先蚕 先蚕

零杷 零杷 零杷

文宣王 文宣王 文宣王

杷 朝鮮檀君 歴代始祖 歴代始祖

後朝鮮始祖箕子

高麗始祖

風師雷師雨師 霊星 霊星 霊星

霊星 老人星 老人星

馬祖 馬祖 馬複 馬祖

司寒 名山大JII 名山大川 名山大川

先牧馬社馬歩 司祭 司寒 司寒

禁祭 先牧馬社馬歩 先牧馬社馬歩 先牧馬社馬歩

諸州県文宣王廟 務祭 稀祭

大夫土庶人祭礼 祭祭 禁祭

記 商高祭

雑把 七記 七杷

議祭 藤祭

腐祭 属祭

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
記

四

I) 『高麗史J巻59～63、礼志1～5、吉キL
2）『世宗実S剥巻128、五札、吉礼序例、緋杷条

3）『国朝五礼序例』巻I、吉礼、燐市E条
4）『経国大典J巻3、礼典、祭礼条



た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
歴
代
始
祖
」
は
た
ん
に
項
目
上
の
変
化
の
み
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
世
宗
朝
を
前
後
し
て
朝
鮮
歴
代
の
始
祖

に
対
す
る
認
識
が
深
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
最
後
の
小
杷
で
は
、
老
人
星
・
鵡
祭
・
醗
祭
・
藤
祭
・
属
祭
の
五
種
類
の
祭
記
が
あ
ら
た
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
星
宿
・

量
尤
・
軍
旗
・
災
害
神
・
無
記
鬼
神
を
祭
杷
の
対
象
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
五
種
類
の
祭
記
は
『
世
宗
実
録
』
五
札
に
は
登
載
さ
れ
て
い
な

い
。
の
み
な
ら
ず
、
『
高
麗
史
』
札
志
の
大
・
中
・
小
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
ら
の
祭
杷
が
李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷
の
特
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
『
国
朝
五
礼
儀
』
成
立
期
で
あ
る
成
宗
朝
の
時
代
相
を
反

映
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
五
種
類
の
祭
犯
に
つ
い
て
は
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
『
園
朝
五
礼
儀
」
吉
礼
の
特
性

1
．
老
人
星
祭

老
人
星
は
小
杷
の
霊
星
（
東
方
蒼
龍
の
左
の
角
に
あ
た
る
天
国
星
）
に
つ
ぐ
星
宿
で
あ
り
、
寿
星
・
南
極
老
人
星
と
も
称
さ
れ
る
。
春

分
の
夕
方
と
秋
分
の
明
方
に
み
え
る
こ
の
老
人
星
は
、
権
力
者
の
長
寿
と
天
下
泰
平
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
、
戦
乱
や
凶
作
の
際
に
は
出
現

し
な
い
と
い
う
。
李
朝
で
は
太
宗
十
一
年
（
一
回
一
一
）
に
太
宗
が
『
文
献
通
考
』
所
載
の
老
人
星
祭
制
度
に
基
づ
き
、
札
曹
に
祭
壇
の

築
造
と
犠
牲
の
慣
用
・
を
下
命
し
た
。
『
太
宗
実
録
』
に
は
次
の
知
き
記
録
が
あ
る
。

A
札
曹
上
書
目
、
臣
等
謹
稽
古
典
、
周
制
、
秋
分
日
享
寿
星
子
南
郊
、
太
宗
伯
杷
日
月
星
辰
、
実
牲
体
於
積
薪
之
上
焔
僚
而
升
煙
、
所

以
報
陽
也
、
又
漢
以
牛
記
霊
星
、
然
則
記
星
辰
用
牛
、
古
之
制
也
、
本
朝
於
老
人
星
祭
用
牛
、
取
法
古
制
也
、
尚
循
前
朝
之
弊
法
、

陳
牛
而
不
燭
、
甚
非
用
牲
之
意
也
、
宜
放
周
制
矯
牲
升
畑
、
又
按
天
文
志
、
老
人
一
星
、
常
以
秋
分
之
朝
見
子
丙
、
春
分
之
タ
没
子

丁
、
見
治
平
主
寿
昌
、
故
秋
分
候
之
南
郊
、
本
朝
於
春
秋
分
祭
之
、
蓋
取
秋
見
春
没
之
義
市
祭
之
也
、
宜
放
周
制
止
於
秋
分
祭
子
南

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷

一一一五



李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷

ーム
ノ、

郊
、
其
壇
之
制
、
取
宋
政
和
五
札
新
儀
、
高
三
尺
、
東
西
長
一
丈
三
尺
、
南
北
長
一
丈
二
尺
、
四
出
陛
、

従
之
、
（
同
書
、
巻
二
て
十
一
年
正
月
壬
申
〔
十
一
日
〕
条
）
（
傍
線
は
筆
者
、
以
下
同
じ
）

こ
こ
に
は
李
朝
政
府
が
中
国
の
古
制
に
な
ら
い
、
老
人
星
祭
を
国
家
祭
把
と
し
て
制
度
化
せ
ん
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
札
曹
の
上
書
内

容
に
よ
れ
ば
、
周
制
で
は
秋
分
の
日
に
寿
星
を
南
郊
で
杷
り
、
犠
牲
の
牛
を
薪
の
上
で
熔
燦
・
昇
煙
さ
せ
た
の
に
対
し
て
、
李
朝
で
は
春

分
と
秋
分
の
二
度
に
わ
た
っ
て
祭
把
を
挙
行
し
、
ま
た
犠
牲
と
し
て
牛
を
使
用
し
て
は
い
る
も
の
の
高
麗
の
弊
制
を
い
ま
だ
踏
襲
し
て
お

り
、
熔
燦
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
札
曹
は
周
制
を
模
範
と
し
て
、
犠
牲
の
牛
を
矯
燦
・
昇
煙
さ
せ
る
こ
と
、
秋
分
に
の
み
南

郊
に
お
い
て
老
人
星
祭
を
執
り
行
な
う
べ
き
こ
と
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
壇
制
は
北
宋
の
『
政
和
五
札
新
儀
』
の
規
定
（
史

料

A
中
の
傍
線
部
分
）
が
そ
の
ま
ま
導
入
さ
れ
た
。
実
際
に
、
北
宋
代
に
老
人
星
（
寿
星
）
を
小
杷
と
し
て
杷
っ
た
こ
と
が
『
政
和
五
札

新
儀
』
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
祭
壇
の
規
格
に
関
す
る
規
定
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
李
朝
の
老
人
星
祭
の
制
度
化
に
際
し
て
は
主
と
し

て
宋
制
に
依
拠
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
壇
制
を
め
ぐ
っ
て
は
後
述
の
知
く
太
宗
朝
末
に
再
度
挙
論
さ
れ
る
こ
と
に
な

マゐ。

一
埴
二
十
五
歩
、
何
知
、

さ
て
、
太
宗
朝
に
は
札
制
を
本
格
的
に
整
備
・
運
営
す
る
た
め
に
儀
礼
詳
定
所
が
設
置
さ
れ
、
こ
の
時
期
に
国
家
祭
杷
制
度
の
基
礎
が

築
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
論
を
倹
た
な
い
。
ま
た
、
『
世
宗
実
録
』
五
札
の
士
口
札
に
収
録
さ
れ
た
祭
杷
儀
礼
に
関
す
る
諸
規
定
も
太
宗

朝
末
ま
で
に
撰
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
太
宗
朝
の
大
記
・
中
杷
・
小
杷
の
変
遷
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と

な
る
（
【
表

E
】
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
『
世
宗
実
録
』
五
札
所
載
の
大
・
中
・
小
の
国
家
祭
杷
は
太
宗
十
四
年
八
月
に
は
ほ
ぼ
制
度
化
を

完
了
し
て
い
た
と
み
て
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
老
人
星
祭
杷
に
関
す
る
諸
規
定
も
や
は
り
こ
の
太
宗
朝
に
制
度
整
備
が
推
し
進

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
『
太
宗
実
録
』
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。

B
改
正
記
典
、
札
曹
啓
目
、
（
中
略
）
札
曹
又
啓
、
（
中
略
）
て
諸
把
壇
埴
内
、
唯
社
稜
壇
・
風
雲
雷
雨
壇
、
知
式
造
築
、
其
余
霊
星
・

司
寒
・
馬
祖
・
先
牧
・
馬
社
・
馬
歩
・
仲
農
・
後
農
壇
埴
、
並
未
造
築
、
先
農
・
先
蚕
・
老
人
星
・
北
郊
属
祭
壇
埴
、
難
己



李
朝
初
期
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け
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［表Ill 太宗朝の大和・中把・小記の変遷

『古今詳定キLJu 太宗13年6月8日2) 太宗13年11月4自由 太宗14年8月21日剖

大 社稜 社稜 社稜 社稜

宗廟 宗廟 宗廟 宗廟

記 別廟

先農 i風雲雷雨 ｜ 風雲雷雨 風雲雷雨

先蚕 （山川城隆附） （山川城F皇附） （山川城建附）

文宣王 先農 先農 ｜糊i寅｜
中 先蚕 先蚕 先農

文宣王 文宣王 先蚕

｜隅文宣玉｜ （州県文官王附） 零純白

檀君 文宣王

記 箕子 （州県文宣王附）

高麗始祖 檀君

箕子

高麗始祖

風師雷締雨脚 霊星 霊星 霊星

霊星 馬祖 馬祖 馬祖

馬祖 司寒 言1寒 ｜名山幻III 
司寒 先牧馬社馬歩 先牧馬干土馬歩 司寒

先牧馬社馬歩 集祭 築祭 先牧馬社馬歩

記 祭祭 七杷 七記 祭祭

七記 七面E

州県文宣王

表中の仁コは杷典への編入・陸格をあらわす。

日『太宗実録j巻25、13年4月辛酉 (13日）条。

2）阿上

3）『太宗実録』巻26、13年11月庚辰（ 4日）条。

4）『太宗実録』巻28、14年8月辛酉（21日）条。

5）零犯は太宗14年5月にほぼ制度化された（『太宗実録』巻27、14年5月丙成［14日〕.9t寅［18日〕・

七 己亥［27日］条）。
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造
築
、
亦
不
如
式
、
上
項
壇
埴
、
稽
古
制
相
地
造
築
、
（
中
略
）
従
之
、
｛
同
書
、
巻
二
五
、
十
三
年
六
月
乙
卯
〔
八
日
〕
条
）

こ
の
史
料
B
は
、
高
麗
の
『
古
今
詳
定
礼
」
を
修
正
し
て
風
雲
雷
雨
（
山
川
城
醒
附
）
と
諸
州
県
の
文
宣
王
祭
杷
を
中
記
に
陸
格
さ
せ
る

（
前
掲
【
表
E
】
参
照
）
な
ど
、
太
宗
朝
に
本
格
的
な
記
典
の
改
正
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
録
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
礼
曹
は
ま
た

諸
祭
壇
の
整
備
に
関
し
て
も
上
啓
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
規
式
ど
お
り
に
築
造
さ
れ
た
の
は
社
稜
壇
と
風
雲
雷
雨
壇
の
み
で
あ
り
、
霊

星
・
司
寒
・
馬
祖
・
先
牧
・
馬
社
・
馬
歩
（
以
上
、
小
記
）
や
仲
農
・
後
農
（
の
ち
草
罷
）
に
つ
い
て
は
未
築
造
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
取
り
扱
う
老
人
星
壇
は
前
掲
史
料
A
に
み
た
如
く
、
宋
制
を
導
入
し
て
い
っ
た
ん
築
造
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
規
式
ど

お
り
で
は
な
い
ゆ
え
、
古
制
を
考
稽
し
て
相
地
築
造
す
べ
き
こ
と
を
上
啓
し
た
の
で
あ
る
（
史
料
B
中
の
属
祭
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
老
人
星
祭
は
『
世
宗
実
録
』
五
札
に
は
登
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
高
麗
史
』
世
家
に
は
八
件
の
老
人
星
祭
挙
行
記

事
が
確
認
さ
れ
る
。
と
な
れ
ば
、
老
人
星
祭
が
李
朝
最
初
の
杷
典
で
あ
る
『
世
宗
実
録
」
五
札
か
ら
除
外
さ
れ
た
事
情
を
こ
こ
に
求
め
ら

れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
高
麗
時
代
に
お
け
る
老
人
星
祭
挙
行
の
状
況
と
そ
の
性
格
を
探
る
べ
く
、
『
高
麗
史
』
に
あ
ら
わ
れ

る
老
人
星
祭
の
記
事
を
一
覧
表
に
す
れ
ば
、
【
表
皿
】
の
如
く
で
あ
る
。

｛表

E
｝
の
記
事
よ
り
、
ま
ず
、
靖
宗
五
年
（
一

O
三
九
）
に
は
す
で
に
王
都
開
城
の
衛
郊
（
南
壇
）
に
お
い
て
老
人
星
が
杷
ら
れ
て

い
た
。
高
麗
時
代
に
は
道
教
は
国
家
の
保
護
を
受
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
醗
祭
が
国
王
に
よ
り
執
り
行
な
わ
れ
た
。
と
り
わ
け
容
宗
朝
（
一
一

O
六
1
ニ
二
年
）
に
は
国
家
的
宗
教
と
し
て
の
体
裁
が
備
わ
り
、
老
人
星
祭
が
挙
行
さ
れ
た
こ
と
も
『
高
麗
史
』
札
志
に
記
録
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
毅
宗
二
十
四
年
（
一
一
七
O
）
に
は
国
王
毅
宗
み
ず
か
ら
老
人
星
を
醗
祭
す
る
な
ど
、
老
人
星
祭
杷
記
事
が
頻
繁
に
あ
ら
わ

れ
る
。
こ
の
一
連
の
記
事
は
『
高
麗
史
』
天
文
志
や
「
高
麗
史
節
要
』
に
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
事
件
的
要
素
を

内
包
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
南
天
に
あ
る
老
人
星
カ
ノ
l
プ
ス
は
毎
年
春
分
・
秋
分
に
地
平
線
上
数
度
の
高
さ
に
よ
う
や
く
み
え
る

た
め
、
老
人
星
の
出
現
は
延
命
を
願
う
も
の
に
と
っ
て
は
古
来
瑞
兆
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
界
の
最
輝
星
シ
リ
ウ
ス
（
大
犬
座
）

に
相
当
す
る
天
狼
星
を
老
人
星
で
あ
る
と
西
海
道
按
廉
使
が
報
告
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
毅
宗
は
さ
っ
そ
く
平
壌
の



【表
E

】

王

代

毅容靖

宗宗宗

明

『
高
麗
史
』
に
み
え
る
老
人
星
祭
記
事

~ 4シ今，， 

年
・
月

五
・
一
一

三
・
八

ムハ・一一

二
四
・
二一一一

'= 刃て

一
元
・
九

~ イシ~ 

凹

西

暦一O
三
九

一一
O
八

一
一
一
一

一
一
七
O

七
，， 。砂。

記

事

壬
午
（
三
十
一
日
）
、
祭
老
人
足
於
南
郊
、
υ

丙
成
（
九
日
）
、
命
有
司
記
老
人
同
県
於
南
壇
、
幻

己
亥
（
六
日
）
、
記
老
人
星
子
中
間
壇
、

ω

甲
申
（
一
ニ
臼
）
、
狼
星
見
子
南
極
、
西
海
道
按
廉
使
朴
純
椴
以
為
老
人
星
、
馳
駅
以
問
、

己
巳
（
十
八
日
）
、
遺
知
門
下
省
事
崖
温
、
祭
西
京
老
人
堂
、
右
副
承
宣
林
宗
植
、
祭
老
人
星
子
海
州
床
山
、
凡
内

外
有
老
人
堂
、
皆
遺
使
祭
之
、

辛
己
（
一
日
）
、
親
機
老
人
星
子
内
殿
、

甲
申
（
四
日
）
、
忠
州
牧
副
使
峯
光
鈎
奏
、
前
月
二
十
八
日
、
祭
老
人
慶
子
竹
杖
寺
、
其
タ
寿
星
見
、
至
三
献
乃
没
、

玉
大
喜
、
百
宮
称
賀
、

丙
申
（
十
六
日
）
、
禁
内
六
官
文
臣
表
賀
、
寿
夏
再
見
、
賜
酒
果
、

乙
巳
（
二
十
五
日
）
、
以
寿
星
再
見
、
命
太
子
酸
子
福
源
宮
、
平
章
事
許
洪
材
醗
子
賞
春
亭
、
左
承
宣
金
敦
中
祭

子
忠
州
竹
杖
寺
、
王
欲
親
酸
老
人
昼
、
命
判
礼
賓
省
裏
金
子
蕃
・
郎
中
陳
力
升
構
堂
於
真
観
寺
南
麓
、
又
立
別
恩

祈
所
、
造
金
銀
花
及
金
玉
器
皿
、

戊
子
（
十
七
日
）
、
左
諌
議
金
筆
者
ノ
・
右
諌
議
金
甫
蛍
・
左
散
騎
常
侍
李
紹
膚
・
左
司
諌
李
懸
招
・
右
正
言
雀
諸

上
疏
、
（
中
略
）
西
海
道
按
廉
使
朴
純
古
妄
奏
老
人
星
見
、
知
水
州
事
呉
録
之
妄
献
金
亀
之
瑞
、
議
皆
禁
鏑
子
孫
、

（後略）

＊
年
月
日
は
「
高
箆
史
』
世
家
の
当
該
年
月
日
条
に
基
づ
く
。

υ
『
高
麗
墨
巻
六
一
二
、
礼
志
五
、
土
ロ
礼
、
雑
記
に
も
対
応
記
事
が
あ
る
。

幻
『
高
麗
皐
巻
六
三
、
礼
志
五
、
吉
礼
、
雑
記
に
の
み
み
え
る
。

幻

同

右

。李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷

一
二
九



李
朝
初
期
に
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け
る
国
家
祭
杷

一
三
O

を老
記入
つ堂
たと

i; 
後 ii
事山
のの
いみ
つな

空宇守、

人 地
星方
のの
出 老
現人
が堂

霊に
Eコ~·、

さ盛
れ 臣
るを
が派

遺
翌ロし
~て
歪醗
ん祭
年，を

三令
きレ
の 飢
朴~
純 T
古 m
g ず
℃か
すら
孟 は
立内

雪害
妄 お
z邑し、

以て
で老
あ 人
つ星

た
と
さ
れ
、
朴
純
古
の
子
孫
は
禁
鋼
刑
に
処
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
老
人
星
の
出
現
は
当
時
の
高
麗
社
会
で
は
寿
命
の
延

長
、
天
下
の
安
寧
を
守
る
も
の
と
さ
れ
、
現
実
的
利
益
と
結
び
つ
い
た
祭
杷
と
し
て
老
人
星
祭
が
挙
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
毅
宗
二

十
四
年
に
頻
出
す
る
老
人
星
祭
の
記
事
は
そ
の
祭
杷
の
性
格
・
機
能
を
浮
き
彫
り
に
す
る
事
例
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
『
高
麗
史
』
で
は
老
人
星
祭
挙
行
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
李
朝
初
期
の
最
初
の
札
書
で
あ
る
『
世

宗
実
録
』
五
札
に
登
載
さ
れ
な
か
っ
た
事
情
は
、
そ
の
祭
杷
の
道
教
的
性
格
に
あ
る
と
い
え
る
。
儒
教
を
国
是
と
し
て
政
治
体
制
整
備
に

着
手
し
た
建
国
当
初
の
李
朝
政
府
内
で
は
、
老
人
星
祭
を
儒
教
的
祭
杷
と
し
て
折
衷
・
改
変
し
つ
つ
も
、
高
麗
の
遺
制
を
継
承
す
べ
き
か

否
か
、
判
断
に
窮
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
李
朝
建
国
直
後
の
太
祖
元
年
八
月
に
札
曹
典
書
越
瑛
ら
は
高
麗
よ
り
継
承
さ
れ

た
把
典
の
整
備
に
着
手
し
た
が
、
そ
の
上
奏
文
中
に
、

（
前
略
）
春
秋
蔵
経
・
百
高
座
法
席
・
七
所
親
幸
道
場
・
諸
道
殿
神
洞
醗
祭
等
事
、
前
朝
君
王
、
各
以
私
願
、
因
時
間
設
、
後
世
子

孫
、
因
循
不
革
、
方
今
受
命
更
始
、
且
一
可
踊
襲
前
弊
、
以
為
常
法
、
請
皆
革
去
、
（
後
略
）
（
『
太
祖
実
録
』
巻
一
、
元
年
八
月
庚
申
〔
十

一
日
〕
条
）

と
み
え
る
知
く
、
諸
道
殿
で
の
醗
祭
は
高
麗
の
諸
王
が
私
願
に
よ
り
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
こ
う
し
た
弊
制
は
踏
襲
す
べ
き
で
は

な
く
、
草
去
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
高
麗
毅
宗
朝
に
老
人
星
が
再
度
出
現
し
た
際
に
は
賞
春
亭
に
お
い
て
醸
祭
せ
し
め
て
い
る
が
、
賞
春

亭
は
召
宴
の
み
な
ら
ず
、
仏
事
・
醗
祭
に
も
使
用
さ
れ
た
亭
柑
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
福
源
宮
に
し
て
も
容
宗
・
毅
宗
朝
に
国
王
の
親
醗
の

道
観
と
し
て
利
用
さ
れ
、
こ
れ
が
朝
鮮
に
お
け
る
本
格
的
な
道
教
寺
院
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
李
朝
政
府
が
道
教
的
祭
杷
を
縮
小
す
る
政
策
方
針
を
固
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
『
世
宗

実
録
』
五
札
へ
の
老
人
星
祭
登
載
を
み
あ
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
老
人
星
祭
は
道
教
的
性
格
を
色
濃
く
帯
び
た
祭
杷
で
は
あ
っ
た
が
、
前
掲
史
料
A
に
み
た
如
く
、
北
宋
の
杷
典
『
政
和
五

札
新
儀
』
の
規
定
に
基
づ
い
て
祭
壇
の
規
格
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
世
宗
八
年
（
一
四
二
六
）
に
は
札
曹
の
上
啓
に
よ
り
老
人
星
祭

儀
註
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

C
札
曹
啓
、
謹
按
文
献
通
考
、
宋
神
宗
元
豊
四
年
、
郊
廟
泰
杷
礼
文
所
＝
一
一
口
、
国
朝
時
令
秋
分
、
享
寿
星
子
南
郊
、
照
寧
杷
儀
、
於
壇
上
、

設
寿
星
一
位
南
向
、
又
於
壇
下
卯
陛
之
南
、
設
角
・
尤
・

8
・
房
・
心
・
尾
・
箕
七
位
東
向
、
按
爾
雅
目
、
寿
星
角
・
尤
也
、
説
者

目
、
数
起
角
・
充
、
列
宿
之
長
、
故
日
寿
星
、
非
此
所
謂
秋
分
所
饗
寿
星
也
、
今
於
壇
下
設
角
・
充
位
、
且
以
氏
て
房
・
心
・
尾
・

箕
同
杷
、
尤
為
無
名
、
又
按
晋
書
天
文
志
、
老
人
一
星
在
弧
南
、
一
日
南
極
、
常
以
秋
分
之
朝
見
子
丙
、
春
分
之
タ
没
子
丁
、
見
則

平
治
主
寿
昌
、
常
以
秋
分
、
候
之
南
郊
、
後
漢
於
国
都
南
郊
、
立
老
人
星
廟
、
常
以
仲
秋
杷
之
、
則
寿
星
為
老
人
星
突
、
請
依
後
漢

於
壇
上
設
寿
星
一
位
、
南
向
杷
老
人
星
、
其
壇
下
東
方
七
宿
位
、
不
宜
復
設
、
又
立
秋
後
辰
日
記
霊
星
、
秋
分
享
寿
星
、
皆
為
小
把
、

本
国
秋
分
之
朝
、
杷
老
人
星
於
南
郊
、
而
井
設
角
・
元
二
星
於
其
前
、
札
科
則
老
人
星
謹
・
豆
各
人
、
角
・
充
二
星
謹
・
豆
各
二
、

牲
用
慣
て
祝
版
云
、
昭
告
子
南
極
老
人
星
尊
君
、
角
二
星
、
充
四
星
、
伏
以
云
云
、
其
設
位
礼
科
、
皆
違
古
制
、
乞
依
元
豊
札
制
、

不
設
角
・
充
、
只
設
老
人
星
聞
記
之
、
祭
品
亦
依
小
杷
例
、
従
之
、
儀
注
、
（
後
略
）
（
『
世
宗
実
録
』
巻
三
二
、
八
年
五
月
壬
子
〔
十

九
日
〕
条
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
李
朝
の
老
人
星
祭
に
関
す
る
諸
規
定
は
『
文
献
通
考
』
所
載
の
条
文
（
史
料
C
中
の
傍
線
部
分
）
に
基
づ
い
て
制
度
化

さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
北
宋
神
宗
朝
の
元
豊
四
年
（
一

O
八
こ
に
後
漢
の
老
人
星
祭
制
に
よ
り
、
壇
上
に
寿
星
一
位
を
設
置
し
て

南
向
さ
せ
、
そ
の
壇
下
の
蒼
龍
七
宿
の
神
位
は
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
建
議
が
あ
っ
た
。
最
古
の
字
書
『
爾
雅
』
は
寿
星
H
角
・
充

（
い
ず
れ
も
乙
女
座
）
と
し
て
お
り
、
神
宗
朝
当
時
も
こ
の
二
宿
を
祭
記
し
た
の
が
問
題
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
は
、
世
の
泰
平

と
人
の
長
寿
・
隆
昌
を
も
た
ら
す
老
人
星
を
天
子
は
南
郊
に
望
み
み
る
と
の
記
録
（
『
晋
書
』
天
文
志
）
を
引
用
し
つ
つ
、
仲
秋
に
南
郊

の
老
人
星
廟
に
て
祭
杷
し
た
記
録
（
『
後
漢
書
』
礼
儀
志
）
を
典
拠
と
し
て
、
北
宋
で
は
寿
星
H
老
人
星
と
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
と

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷
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李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
記

［表ν】時日および主要察官衰

主 要 祭 官
時 白

献宮 執礼；大祝以下典記官

老人星祭 秋分日 ニー二→回ロロ i奉常寺主簿以下官；六品 ！参外

市E 祭 講武前一白 武官三品 ；若草常寺主簿以下官；武官六品ii武官参外

爾 祭 常日なし 三品 ii築城府堂下官 ；ハ品 ．参外

重量 祭 驚塾・霜降日 兵曹判害 訓練院主簿以上官六品 参外

議祭（先告事由） 兵曹堂上 i訓練院主簿以上官！なし 。参外

腐祭（滅限発告） 春清明・秋七月十五 渓城府堂上 ii築城府判官 i なし i参外

腐祭（無記鬼神） 日・冬十月初一日 漠城府庶安： i莫城府判官 ：なし j参外

一一

こ
ろ
が
、
李
朝
で
も
北
宋
と
同
様
の
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。
秋
分
の
朝
方
に
老
人
星
祭
を

挙
行
し
て
は
い
た
が
、
や
は
り
角
と
充
の
二
宿
を
併
設
し
て
お
り
、
祭
器
の
数
や
祝
文
の

内
容
も
古
制
に
も
と
る
と
さ
れ
た
。
二
十
八
宿
の
東
方
蒼
龍
七
宿
の
う
ち
、
角
の
ニ
星
は

王
道
の
泰
平
を
、
充
の
四
星
は
天
下
の
安
寧
を
象
徴
す
る
が
、
世
宗
朝
当
時
の
祝
文
に
「
昭

告
子
南
極
老
人
星
尊
君
、
角
ニ
星
・
充
四
星
、
伏
以
云
云
」
と
明
記
さ
れ
た
知
く
、
李
朝

に
お
い
て
も
角
・
元
二
宿
の
配
杷
が
論
議
の
焦
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
・

* r国朝五干し序例』巻l、台礼、時臼条および斉官条に基づく。

的
に
札
曹
が
模
範
と
し
た
の
は
元
豊
の
札
制
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
角
・
克
二
宿
の
配

杷
を
取
り
止
め
て
老
人
星
の
み
を
祭
把
し
、
そ
の
祭
品
は
小
配
の
例
に
よ
っ
て
設
置
す
る

よ
う
上
啓
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
太
宗
朝
に
は
老
人
星
祭
が
大
・
中
・
小
認
の
い
ず
れ

に
属
す
る
か
を
示
す
記
録
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
小
杷
と
規
定
さ
れ
た
の
は
こ
の
世
宗

八
年
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
老
人
星
壇
の
築
造
地
に
つ
い
て
二
種
の
官
撰
地
理
志
の
史
料
を
み
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

老
人
星
壇
・
園
壇
・
霊
星
壇
・
風
雲
雷
雨
壇
〔
皆
在
崇
札
門
外
屯
地
山
〕
、
（
「
世
宗

実
録
』
巻
一
四
八
、
地
理
志
、
京
都
議
城
府
条
）

老
人
星
壇
〔
在
南
郊
〕
、
（
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
一
、
京
都
上
、
壇
廟
条
）

『
世
宗
実
録
』
地
理
志
（
内
容
は
世
宗
十
四
年
当
時
の
も
の
）
に
よ
れ
ば
、
老
人
星
壇
は

祭
天
札
を
挙
行
す
る
圃
壇
と
同
様
、
崇
札
門
（
南
大
門
）
外
の
「
屯
地
山
」
、
す
な
わ
ち

木
寛
山
（
南
山
）
南
面
の
中
腹
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』

（
中
宗
二
十



六
年
〔
一
五
三
ニ
刊
）
に
は
「
在
南
郊
」
と
記
録
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
同
書
で
は
霊
星
壇
・
風
雲
雷
雨
壇
の
所
在
地
を
や
は
り
「
在

南
郊
」
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
老
人
星
壇
は
崇
札
門
外
の
こ
の
地
域
に
設
置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

2
．
諦
祭
と
踊
祭

梯
祭
は
寧
神
貴
尤
を
、
醜
祭
は
災
害
神
を
紐
る
祭
杷
で
あ
る
。
こ
こ
で
鵡
祭
と
醐
祭
を
一
括
し
て
取
り
扱
う
の
は
、
こ
の
二
種
の
祭
杷

儀
註
が
同
形
態
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
『
国
朝
五
礼
儀
』
巻
二
、
吉
札
、
享
先
牧
儀
条
に
は
「
馬
社
・
馬
歩
・
鴻
祭
・
醐
祭
同
」

と
割
註
が
附
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
種
の
祭
杷
儀
註
が
先
牧
祭
儀
と
同
形
態
の
も
の
と
し
て
整
備
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
語
祭
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
祭
神
は
世
宗
四
年
三
四
二
一
一
）
当
時
で
は
、
陣
法
・
律
呂
な
ど
を
制
定
し
た
黄
帝
軒
鞍
氏
で

あ
っ
た
こ
と
が
『
世
宗
実
録
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
司
僕
直
長
が
鵡
祭
の
献
官
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
太
上
王

（
定
宗
）
は
司
僕
直
長
に
務
祭
を
主
宰
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
反
対
し
た
。
鵡
祭
は
黄
帝
を
杷
る
も
の
で
あ
り
、
親
祭
す
る
と
し
て
も
、

そ
の
祭
把
が
神
意
に
か
な
っ
て
供
物
が
愛
納
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
輿
馬
・
厩
牧
を
管
掌
す
る
司
僕
寺
（
正
三
品

街
門
）
の
直
長
は
当
時
、
従
七
品
の
下
級
官
吏
に
す
ぎ
な
い
。
最
終
的
に
鵡
祭
の
献
官
は
武
官
の
一
一
一
品
官
と
さ
れ
る
（
【
表
町
】
参
照
）
が
、

献
官
の
差
定
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
疑
い
な
い
。

こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
橋
祭
の
制
度
整
備
が
李
朝
政
府
内
で
よ
う
や
く
挙
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
鴻
祭
制
度
の
再
検
討
を

命
ぜ
ら
れ
た
札
曹
は
、
古
制
研
究
の
結
果
、
祭
神
の
改
定
を
要
請
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
改
定
の
事
情
は
、
次
に
引
く
史
料
D
か
ら
明
ら

か
と
な
ろ
う
。

D
札
曹
啓
、
在
前
、
講
武
締
祭
、
祭
賞
帝
軒
犠
氏
、
然
考
古
制
社
氏
通
典
、
周
制
、
鵡
於
所
征
之
地
、
註
云
、
若
至
所
征
之
地
祭
、
則

以
賞
帝
・
量
尤
、
其
田
狩
、
但
祭
量
尤
、
請
自
今
講
武
場
踊
祭
、
依
周
制
。
只
祭
量
尤
、
（
『
世
宗
実
録
』
巻
二
一
二
、
六
年
二
月
発
丑
｛
十

七
日
〕
条
）

す
な
わ
ち
、
講
武
の
際
に
執
り
行
な
う
締
祭
で
は
黄
帝
を
記
っ
て
い
た
が
、
『
通
典
』
所
載
の
周
制
に
な
ら
っ
て
蛍
尤
の
み
を
祭
神
と
す

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
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李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷

四

る
旨
、
札
曹
は
上
啓
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
世
宗
六
年
九
月
に
は
鵡
祭
儀
註
が
制
定
さ
れ
、
毎
年
春
秋
の
欝
武
の
前
日
に
梯
祭

（剖）

が
挙
行
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
輔
祭
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
祭
杷
は
盤
災
と
い
う
現
実
的
な
問
題
か
ら
朝
議
に
の
ぼ
っ
た
。
さ
き
に
み
た
誠
祭
と
同
様
、
『
高

麗
史
』
礼
士
一
一
に
は
規
定
が
な
く
、
李
朝
初
期
に
中
国
よ
り
導
入
さ
れ
た
祭
杷
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
『
太
宗
実
録
』
に
は
盤
虫
の
発
生
に
よ

り
醐
祭
儀
挙
行
を
上
啓
し
た
記
事
が
み
え
る
。

E
札
曹
啓
行
醗
祭
之
儀
、
臣
等
謹
按
文
献
通
考
、
宋
高
宗
朝
、
礼
部
太
常
寺
一
一
、
看
詳
蹴
祭
、
欲
依
記
令
、
理
虫
為
災
則
祭
之
、
本
寺

択
日
、
依
儀
祭
告
、
其
祭
告
之
所
、
国
域
外
西
北
、
乞
設
位
行
祭
、
所
差
祭
告
官
、
弁
合
・
排
鱗
事
、
並
依
常
時
祭
告
小
杷
札
倒
、

在
外
州
県
有
嵯
虫
処
、
即
依
儀
式
、
一
面
差
守
令
、
設
位
祭
告
施
行
、
又
按
太
常
国
草
札
、
歴
代
書
史
、
悉
無
祭
蹄
儀
式
、
欲
准
祭

馬
歩
儀
施
行
、
壇
在
国
城
西
北
、
祭
儀
礼
科
小
記
、
乞
差
官
就
馬
壇
設
祭
、
称
為
醐
神
、
祝
文
、
係
学
士
院
撰
定
、
若
外
州
者
、
略

依
禁
祭
礼
、
先
択
便
方
、
除
地
立
表
施
縄
、
以
代
壇
、
其
致
斎
・
行
礼
・
器
物
等
、
並
如
小
記
、
祝
文
目
、
建
肱
存
生
、
害
於
嘉
穀
、

惟
神
降
祐
、
応
時
消
珍
、
即
今
盤
虫
害
穀
、
京
中
及
外
方
、
有
瞳
虫
、
州
郡
行
醐
祭
祈
穣
、
京
中
祭
処
、
就
馬
歩
壇
、
築
物
・
祭
服
、

依
祭
馬
歩
倒
、
外
官
依
上
項
外
州
例
、
下
議
政
府
、
（
同
書
、
巻
二
ハ
、
八
年
七
月
発
亥
〔
十
七
日
〕
条
）

【お）

こ
の
と
き
礼
曹
は
『
文
献
通
考
』
と
そ
こ
に
引
か
れ
た
『
太
常
国
草
礼
』
の
諸
規
定
を
典
拠
と
し
て
、
王
都
の
み
な
ら
ず
地
方
の
州
郡
に

お
い
て
も
師
祭
を
挙
行
す
べ
し
と
建
議
し
た
。
だ
が
、
太
宗
は
即
座
に
許
可
す
る
こ
と
な
く
議
政
府
内
で
審
議
・
決
定
さ
せ
た
。
蹄
祭
に

つ
い
て
は
こ
れ
以
後
、
し
ば
ら
く
朝
議
に
の
ぼ
ら
ず
、
ま
た
結
果
的
に
『
世
宗
実
録
」
五
礼
に
は
登
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

時
点
で
は
醐
祭
儀
挙
行
の
建
議
は
却
下
さ
れ
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
の
礼
曹
に
よ
る
輔
祭
儀
の
構
想
は
『
国

朝
五
礼
儀
』
の
編
纂
の
際
に
充
分
活
か
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
『
国
朝
五
礼
儀
』
頒
布
直
前
に
、
京
畿
と
平
安
・
黄
海
道
で
嵯
災
が
発
生
し
、

札
曹
は
諸
道
に
祝
詞
お
よ
び
儀
註
を
書
送
す
る
よ
う
上
啓
し
た
。
次
に
引
く
『
成
宗
実
録
』
の
記
事
が
そ
う
で
あ
る
。

礼
曹
啓
、
謹
按
五
札
序
倒
、
嘩
螺
則
醐
祭
、
京
中
就
馬
歩
壇
、
州
県
就
城
東
行
、
又
云
災
迫
則
不
ト
日
、
今
京
畿
・
平
安
・
黄
海
道



虫
膜
害
穀
、
至
為
可
慮
、
京
中
則
来
二
十
二
日
、
諸
道
則
視
詞
及
儀
註
書
送
、
到
関
翌
日
行
祭
何
如
、
従
之
、
（
同
書
、
巻
三
二
、

四
年
七
月
己
酉
〔
二
十
日
〕
条
）

こ
こ
に
み
え
る
「
五
札
序
例
」
と
は
、
『
国
朝
五
礼
儀
』
の
補
助
書
的
役
割
を
果
た
す
『
国
朝
五
札
序
倒
』
を
指
称
す
る
が
、
成
宗
五
年

の
『
国
朝
五
礼
儀
』
頒
布
以
前
に
、
礼
曹
が
同
書
に
規
定
さ
れ
た
酷
祭
関
係
条
文
を
も
と
に
上
啓
し
た
点
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

こ
の
酪
祭
関
係
条
文
は
さ
き
に
み
た
太
宗
朝
の
構
想
（
前
掲
史
料
E
）
を
ほ
ぼ
継
承
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
北
宋
で
は
王
都
の
馬
歩
壇

に
て
輔
祭
が
挙
行
さ
れ
、
ま
た
各
州
県
で
も
行
祭
さ
れ
た
が
、
李
朝
の
記
典
で
あ
る
『
国
朝
五
礼
儀
』
は
こ
の
宋
制
を
導
入
し
、
そ
の
結

果
、
王
都
と
州
県
の
二
種
の
儀
註
を
収
録
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
ぴ
か
き
な
る
鰹
災
の
発
生
に
よ
り
、
李
朝
政
府

は
宋
制
に
基
づ
い
て
踊
祭
の
制
定
に
踏
み
切
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

で
は
、
鵡
祭
と
蹄
祭
の
壇
制
の
検
討
に
移
り
た
い
。

李
朝
の
国
家
祭
把
の
壇
制
を
め
ぐ
っ
て
は
太
宗
十
三
年
に
挙
論
さ
れ
た
が
、
当
時
は
札
制
整
備
過
渡
期
に
あ
た
り
、
そ
の
築
造
法
は
一

定
で
は
な
か
っ
た
（
前
掲
史
料
B
）
。
諸
祭
記
の
壇
制
が
ほ
ぼ
整
理
さ
れ
、
定
着
す
る
の
は
成
宗
朝
で
あ
り
、
『
国
朝
五
礼
儀
』
の
成
立
を

侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
『
国
朝
五
礼
儀
』
の
頒
布
置
前
の
成
宗
五
年
三
月
に
な
っ
て
、
政
府
内
で
は
壇
制
が
再
度
検
討
さ
れ
た
。

札
歯
日
啓
、
我
朝
諸
相
、
壇
埴
所
在
、
不
合
古
制
者
多
、
今
考
周
札
及
歴
代
之
制
参
定
、
具
録
子
後
、
一
、
惰
制
、
先
蚕
壇
在
宮
北
三

里
、
我
朝
、
置
壇
於
都
城
之
北
、
合
於
古
制
、
の
旧
修
築
、
て
周
制
、
建
巳
月
、
零
五
方
上
帝
、
其
壇
名
目
零
築
、
在
南
郊
之
方
、

陪
制
、
在
国
南
十
三
里
、
今
五
礼
儀
載
、
零
杷
壇
在
東
郊
、
奥
古
制
相
違
、
可
於
園
丘
壇
近
地
設
壇
以
祭
、
て
周
礼
旅
師
春
秋
祭

輔
、
註
、
醐
者
為
人
物
災
害
之
神
、
華
亦
為
壇
、
位
知
零
築
、
今
五
礼
儀
載
、
就
馬
歩
壇
行
、
非
惟
不
合
古
制
、
一
壇
互
祭
、
亦
議

大
体
、
於
罵
歩
壇
近
地
、
別
設
一
壊
以
祭
、
て
周
制
、
天
子
将
出
、
稀
於
所
征
之
地
、
詩
皇
失
篇
、
是
類
是
靖
、
註
、
締
至
所
征

之
地
、
祭
始
造
憲
法
者
、
今
五
礼
儀
載
、
壇
在
東
北
郊
、
定
方
設
壇
、
有
誰
古
制
、
議
勿
定
壇
所
、
至
所
征
之
処
、
除
地
行
祭
、
従

之
、
（
『
成
宗
実
録
」
巻
四

O
、
五
年
三
月
発
丑
〔
二
十
八
日
〕
条
）

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
把

一一一一五
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右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
李
朝
初
期
の
国
家
祭
杷
で
は
そ
の
壇
埴
の
所
在
が
古
制
に
合
致
し
な
い
場
合
が
多
く
、
よ
っ
て
『
周
札
』
お
よ
び

歴
代
の
制
度
を
考
稽
の
う
え
決
定
す
る
よ
う
札
曹
は
上
書
し
た
。
こ
の
史
料
中
の
四
ヶ
条
に
わ
た
る
上
書
内
容
は
、

山
先
蚕
壇
は
古
制
に
合
致
し
て
お
り
、
旧
来
ど
お
り
修
築
す
る

ω
零
杷
壇
は
古
制
に
た
が
う
た
め
、
園
丘
壇
の
近
地
に
設
置
す
る

間
醐
祭
は
古
制
に
た
が
い
は
し
な
い
が
、
馬
歩
壇
で
互
祭
す
る
の
は
大
綱
に
も
と
る
た
め
、
馬
歩
壇
の
近
地
に
新
設
す
る

凶
務
祭
は
古
制
に
も
と
る
た
め
、
特
別
に
壇
所
は
定
め
な
い

と
要
約
整
理
さ
れ
る
。
じ
か
し
、
諸
祭
壇
制
は
い
っ
た
ん
成
宗
の
裁
可
を
得
な
が
ら
も
定
着
す
る
こ
と
な
く
、
「
国
朝
五
礼
儀
』
の
規
定

ど
お
り
に
落
ち
着
く
。
礼
曹
は
『
国
朝
五
礼
儀
』
の
諸
規
定
を
周
・
悶
制
と
比
較
し
、
李
朝
の
祭
杷
制
度
を
中
国
の
古
制
に
接
近
さ
せ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
書
は
こ
の
成
宗
五
年
に
は
す
で
に
完
成
し
て
い
る
た
め
、
祭
記
制
度
を
あ
ら
た
に
改
変
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
と
み
え
る
。
と
い
う
の
も
、
醐
祭
と
輔
祭
の
壇
所
の
所
在
地
に
つ
い
て
、
地
理
志
に
は
次
の
如
く
あ
る
。

輔
壇
〔
有
睡
眠
則
就
馬
歩
壇
〕
、
（
『
大
東
地
志
』
巻
一
、
京
都
、
漢
城
府
、
壇
埴
条
）

鵡
祭
壇
〔
在
東
北
郊
〕
、
（
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
一
、
京
都
上
、
壇
廟
条
）

前
者
の
蹄
壇
に
つ
い
て
は
「
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
」
に
記
録
が
な
い
た
め
、
李
朝
後
期
の
地
理
志
で
あ
る
『
大
東
地
志
』
（
金
正
浩
、
高

宗
元
年
〔
一
八
六
四
〕
）
の
記
録
を
引
用
し
た
が
、
こ
の
記
録
は
円
国
朝
五
礼
序
例
」
壇
腐
図
説
条
の
規
定
と
合
致
し
て
お
り
、
ま
た
後

者
の
鵡
祭
壇
に
関
す
る
記
録
も
や
は
り
『
国
朝
五
礼
序
例
』
の
同
条
の
規
定
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
、
先
蚕
壇
や
零
杷
壇
の
所
在
に
関
し

で
も
『
国
朝
五
札
序
例
』
ど
お
り
の
規
定
が
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
成
宗
五
年
の
壇
制
改
定
は
実
現
し
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
蹄
祭
が
挙
行
さ
れ
た
馬
歩
壇
は
ど
こ
に
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
馬
歩
壇
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
「
世
宗
実
録
』
地

理
志
に
、



馬
歩
壇
・
馬
祖
壇
・
先
牧
壇
・
馬
社
壇
〔
皆
在
輿
仁
門
外
沙
斤
寺
里
〕
、
（
『
世
宗
実
録
』
巻
一
四
八
、
地
理
志
、
京
都
漢
城
府
条
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
輿
仁
門
（
東
大
門
）
外
の
「
沙
斤
寺
里
」
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
沙
斤
寺
里
」
は
『
五
万
分
之

一
一
地
形
図
』
（
旧
日
本
陸
軍
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
発
行
、
大
正
十
四
年
〔
一
九
二
五
〕
作
成
）
「
藤
嶋
」
に
み
え
る
京
畿
道
高
陽
郡
漢
芝

面
沙
斤
洞
に
あ
た
る
。
こ
の
一
帯
は
牧
養
地
で
も
あ
り
、
牧
養
と
い
う
実
利
追
求
か
ら
こ
の
地
が
馬
歩
祭
の
寝
所
と
し
て
選
定
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

一
勝
祭
は
老
人
星
祭
と
同
様
、
李
朝
後
期
に
は
草
寵
さ
れ
て
し
ま
、
札
が
、
踊
祭
は
瞳
災
発
生
の
た
び
に
各
地
方
で
挙
行
さ
れ
た
こ
と
が
『
李

朝
実
録
』
に
散
見
さ
れ
る
。
蜂
災
に
よ
る
穀
穂
の
被
害
は
国
家
の
財
政
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
現
実
問
題
と
直
結

し
た
繭
祭
を
李
朝
は
継
続
し
て
挙
行
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

3
1
鷲
祭

軍
旗
を
把
る
藤
祭
に
つ
い
て
は
李
朝
建
国
当
初
よ
り
朝
議
に
の
ぼ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
太
祖
実
録
」
に
は
次
の
如
き
二
史
料
が
み
え
る
。

F
命
永
安
君
祭
器
鰍
神
、
先
是
、
造
紅
・
黒
二
課
、
至
是
告
成
、
故
祭
之
、
興
祭
執
事
官
、
皆
武
服
、
（
同
書
、
巻
三
、
二
年
正
月
壬
成
〔
十

六
日
〕
条
）

G
遺
判
義
興
三
軍
府
事
鄭
道
伝
、
以
大
牢
祭
憲
、
道
伝
及
輿
祭
将
士
、
皆
以
鉄
甲
行
祭
、
（
後
略
）
（
同
書
、
巻
五
、
三
年
正
月
丁
卯
〔
二

十
七
日
〕
条
）

ま
ず
、
史
料
F
は
永
安
君
芳
果
（
の
ち
の
定
宗
）
が
、
つ
づ
く
史
料
G
は
鄭
道
伝
が
藤
祭
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
そ
し
て
、

「
奥
祭
執
事
官
、
皆
武
服
」
（
史
料
F
）
、
「
道
伝
及
輿
祭
将
士
、
皆
以
鉄
甲
行
祭
」
（
史
料
G
）
と
あ
る
ゆ
え
、
蘇
祭
に
参
与
す
る
者
が
武

官
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
の
よ
う
に
建
国
当
初
よ
り
す
で
に
藤
祭
が
武
官
中
心
と
な
っ
て
挙
行
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
世
宗
実
録
』
五
礼
で
は
藤
祭
を

国
家
祭
杷
と
し
て
登
載
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
藤
祭
が
『
世
宗
実
録
』
五
札
よ
り
除
外
さ
れ
た
事
情
を
探
る
た
め
に
、
ま
ず
藤

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
記

七
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祭
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
参
考
と
な
る
の
が
「
高
麗
史
』
札
志
の
記
録
で
あ
る
。
前
朝
高
麗
に
お
い
て

憲
祭
は
大
・
中
・
小
記
の
い
ず
れ
に
も
印
刷
さ
な
い
が
、
『
高
麗
史
』
礼
志
で
は
雑
記
の
項
目
に
計
四
件
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

四
件
の
う
ち
三
件
は
、
い
ず
れ
も
元
の
支
配
下
に
あ
っ
た
忠
烈
王
朝
（
一
二
七
五
l
一一一一

O
八
）
に
宮
門
あ
る
い
は
宮
殿
で
震
を
杷
っ
た

｛剖）

記
録
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
次
に
引
く
残
り
一
件
の
記
録
で
あ
る
。

H
都
評
議
司
言
、
往
歳
、
玄
陵
将
親
討
紅
賊
、
始
立
憲
、
毎
月
期
望
祭
之
、
其
弊
不
細
、
請
停
罷
、
従
之
、
（
『
高
麗
史
』
巻
六
三
、
礼

志
玉
、
吉
札
、
雑
祖
、
辛
絹
三
年
七
月
丙
申
〔
一
一
十
日
〕
条
）

こ
の
史
料
H
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
玄
陵
（
恭
慰
主
）
に
よ
る
紅
巾
賊
親
征
の
際
に
は
じ
め
て
憲
旗
が
掲
げ
ら
れ
、
毎
月
期
望
に
祭
杷
が
挙

行
さ
れ
た
が
、
少
な
か
ら
ぬ
弊
害
が
生
じ
た
。
た
め
に
都
評
議
使
司
は
藤
祭
の
革
龍
を
建
議
し
、
綱
玉
は
こ
れ
を
許
可
し
た
と
い
う
。
そ

の
弊
害
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
『
高
麗
史
』
に
は
恭
感
王
十
八
年
｛
一
三
六
九
）
に
藤
祭
が
定

期
的
に
挙
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
示
す
記
録
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
恭
慰
王
十
八
年
十
二
月
に
守
門
下
侍
中
李
仁
任
が
西
北

面
都
続
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
恭
思
王
は
大
震
を
下
賜
し
て
李
仁
任
を
派
遣
し
た
。
こ
の
大
震
は
恭
慰
王
の
西
京
巡
御
の
際
に
製
せ
ら
れ
て
凶

時
祭
（
恒
例
祭
）
が
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
李
仁
任
は
こ
う
し
た
由
来
の
あ
る
大
森
を
授
か
っ
て
出
鎮
し
た
の
で
あ
っ
た
。

周
知
の
知
く
、
李
仁
任
は
恭
慰
王
の
死
後
、
鵡
王
を
擁
立
し
て
国
政
を
専
檀
し
、
李
成
桂
の
威
化
島
国
軍
後
に
論
罪
さ
れ
て
し
ま
う
人
物

で
あ
り
、
親
明
派
李
成
桂
に
と
っ
て
親
元
派
李
仁
任
は
い
わ
ば
政
敵
で
あ
っ
た
。
高
麗
末
に
李
成
桂
の
政
敵
が
こ
の
森
祭
と
関
わ
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
史
料
日
中
の
「
其
弊
不
細
」
と
は
、
権
臣
の
手
に
よ
っ
て
難
祭
が
利
用
さ
れ
、
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
定
宗
二
年
（
一
四
O
O）
九
月
に
は
講
武
堂
で
藤
祭
を
執
り
行
な
う
た
め
に
一
一
一
軍
都
事
玄
孟
仁
ら
が
明

倫
堂
に
宿
衛
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
国
学
生
員
と
衝
突
し
、
玄
孟
仁
は
武
工
を
扇
動
し
て
生
員
を
殴
打
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
と
き
三
箪
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
王
世
子
（
の
ち
の
太
宗
）
で
あ
り
、
玄
孟
仁
は
そ
の
僚
佐
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
玄
孟
仁
は

何
ら
答
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
こ
の
事
件
は
落
着
す
る
の
で
あ
る
。



以
上
の
こ
と
よ
り
、
諜
祭
は
武
官
主
導
と
い
う
祭
記
の
性
格
上
、
政
治
的
基
盤
が
い
ま
だ
充
分
に
整
わ
な
い
李
朝
の
ご
く
初
期
で
は
、

記
典
に
登
載
す
ぺ
き
か
否
か
意
見
が
一
致
し
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
震
祭
が
国
家
祭
記
と
し
て
そ
の
制
度
化
に
着
手
さ
れ
る
の
は
比
較
的
遅
く
、
世
宗
朝
以
降
で
あ
る
。
『
世
宗
実
録
』
に
は
次
の

如
き
記
事
が
み
え
る
。

礼
曹
啓
、
春
秋
藤
祭
不
分
大
・
中
・
小
花
、
未
使
、
依
諸
紀
儀
式
小
杷
例
、
散
斎
二
日
、
致
祭
一
日
、
謹
・
豆
各
人
、
其
余
築
物
・

儀
注
、
の
旧
、
従
之
、
（
同
書
、
巻
二
一
、
三
年
七
月
己
卯
〔
十
九
日
〕
条
）

す
な
わ
ち
、
世
宗
三
年
（
一
四
こ
こ
に
よ
う
や
く
藤
祭
は
小
杷
と
し
て
杷
典
に
登
載
さ
れ
、
祭
記
儀
礼
に
関
す
る
諸
規
定
が
札
曹
を
中

心
に
検
討
さ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
震
祭
の
儀
註
に
つ
い
て
は
世
宗
二
十
二
年
に
礼
曹
に
よ
っ
て
撰
進
さ
れ
、
文
官
は
こ
の
祭
記
に
は

参
与
し
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
祭
紀
は
『
洪
武
札
制
』
を
モ
デ
ル
と
し
た
こ
と
が
次
の
記
録
か
ら
明
白
と
な
る
。

－
札
曹
啓
、
今
承
教
旨
、
西
遊
護
軍
以
上
、
於
藤
祭
無
斎
戒
・
陪
祭
、
未
使
、
其
斎
戒
及
陪
祭
有
無
、
考
古
制
以
問
、
謹
按
洪
武
札
制
、

凡
各
処
守
禦
官
、
倶
於
公
鷹
後
、
築
台
、
立
旗
藤
繍
、
設
箪
牙
・
六
議
神
位
、
春
祭
用
驚
聾
目
、
秋
祭
用
霜
降
目
、
祭
物
用
羊
一
・

家
一
・
吊
一
白
色
・
祝
一
・
香
燭
・
酒
果
、
先
期
、
各
官
斎
戒
一
目
、
至
目
、
守
禦
長
官
武
服
、
行
三
献
札
、
若
出
師
則
取
旗
蘇
以

祭
、
班
師
則
仰
置
子
廟
、
儀
注
奥
社
稜
問
、
本
朝
諸
記
儀
式
内
、
献
官
・
諸
執
事
官
外
、
無
陪
祭
官
、
請
依
洪
武
札
制
、
献
官
・
諸

執
事
外
、
武
官
不
許
陪
祭
、
従
之
、
（
円
世
宗
実
録
』
巻
五

O
、
十
二
年
十
一
月
己
酉
〔
十
二
日
〕
条
）

こ
の
史
料
I
に
み
る
如
く
、
札
曹
は
「
西
班
の
護
軍
（
五
衛
の
正
四
品
）
以
上
が
諜
祭
挙
行
に
あ
た
っ
て
斎
戒
・
陪
祭
を
行
な
わ
な
い
の

は
不
都
合
で
あ
る
た
め
、
古
制
を
検
討
し
て
上
奏
せ
よ
」
と
の
教
旨
を
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
李
朝
の
諸
祭
杷
の
儀
式
で
は
そ
も
そ
も
陪

｛甜｝

祭
官
を
定
め
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
札
曹
は
、
『
洪
武
札
制
』
所
載
の
藤
祭
儀
の
規
定
（
史
料
I
中
の
傍
線
部
分
）
に
基

づ
い
て
、
献
官
と
諸
執
事
以
外
は
武
官
の
陪
祭
を
認
め
な
い
よ
う
要
請
し
、
世
宗
の
裁
可
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
献
官
と
そ

の
他
の
諸
執
事
が
武
官
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
に
、
世
宗
二
十
二
年
に
撰
進
さ
れ
る
「
藤
祭
儀
注
〔
文
官

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
記

一
三
九
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四
O

不
預
祭
〕
」
の
末
尾
に
列
記
さ
れ
た
行
事
執
事
宮
の
規
定
に
も
そ
の
点
が
註
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
国
朝
五
礼
序
例
』
巻
一
、
士
口
札
、

斎
宮
条
、
藤
祭
〔
文
官
不
預
祭
〕
の
項
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
「
献
官
〔
兵
曹
判
書
、
有
故
則
参
判
〕
・
典
記
官
〔
訓
練
院
主
簿
以
上
こ

と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
前
掲
｛
表
町
】
参
照
）
。

祭
杷
を
主
宰
す
る
献
官
が
兵
曹
判
書
（
ま
た
は
参
判
）
、
典
記
官
が
訓
練
院
主
簿
（
従
六
品
官
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
き
に
検
討
し

た
軍
神
貴
尤
を
杷
る
鵡
祭
と
同
様
、
藤
祭
が
武
官
中
心
の
祭
杷
で
あ
り
、
そ
の
他
の
祭
杷
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

で
は
、
藤
祭
の
祭
所
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
驚
祭
の
場
合
、
壇
趨
で
は
な
く
廟
宇
が
設
置
さ
れ
た
。

憲
神
廟
在
都
域
内
、
東
向
、
制
輿
真
殻
同
〔
惟
一
門
、
無
東
西
廊
〕
、
神
座
藤
四
在
北
南
向
、
呂
田
朝
五
礼
序
例
』
巻
一
、
吉
札
、

壇
廟
図
説
条
、
真
殿
の
項
）

藤
神
廟
〔
在
札
曹
西
、
神
座
在
北
南
向
〕
、
（
『
新
場
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
一
、
京
都
上
、
壇
廟
条
）

右
に
引
い
た
史
料
の
う
ち
、
ま
ず
前
者
の
『
国
朝
五
札
序
例
』
で
は
「
在
都
域
内
」
と
規
定
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
所
在
地
に
つ
い

て
は
具
体
性
を
欠
い
て
い
る
。
し
か
し
、
後
者
の
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
に
は
「
在
札
曹
西
」
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
所
在
地
を

知
ら
し
め
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
神
腐
は
光
化
門
外
の
右
側
に
あ
る
札
曹
官
衡
の
西
側
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
李
朝
実
録
』
に
よ
れ
ば
、

札
曹
の
描
外
は
人
家
に
逼
近
し
て
お
り
、
祭
所
と
し
て
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
武
芸
の
演
習
な
ど
を
管
掌
し
た
訓
練
院

の
近
地
に
移
設
す
る
よ
う
、
い
く
た
び
か
論
議
さ
れ
た
が
、
結
局
は
こ
の
札
曹
官
衡
の
近
地
か
ら
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

の
ち
の
『
青

E
図
』
（
金
正
浩
、
純
祖
三
十
四
年
〔
一
八
三
回
〕
刊
）
乾
、
都
城
全
図
に
、
礼
曹
官
街
の
す
ぐ
左
側
に
「
簸
」
と
記
し
て

廟
宇
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

4
．
贋
祭

属
祭
と
は
死
後
記
る
者
の
い
な
い
鬼
神
の
た
め
の
祭
杷
で
あ
る
。

李
朝
政
府
内
で
属
祭
が
注
目
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
太
宗
即
位
二
三
九
九
年
）
直
後
に
起
き
た
開
城
寿
自
国
富
の
失
火
で
あ
っ



た
。
折
り
し
も
雷
雨
星
変
が
続
い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
太
宗
は
教
書
を
頒
布
し
て
中
外
の
官
僚
に
諮
問
し
た
と
こ
ろ
、
参
門
下
府
事
権

近
は
六
ヶ
条
に
わ
た
る
時
務
条
件
を
上
書
し
、
太
宗
の
英
断
を
請
、
っ
た
が
、
そ
の
第
六
番
目
の
条
件
が
腐
祭
の
挙
行
を
説
く
も
の
で
あ
っ

た。
J
六
日
、
行
属
祭
、
自
古
凡
有
功
於
民
及
以
死
動
事
之
人
、
無
不
致
祭
、
無
杷
之
鬼
、
亦
有
泰
属
・
国
属
之
法
、
今
洪
武
札
制
、
其
法

甚
備
、
我
国
家
朝
祭
之
札
、
皆
遵
皇
明
之
法
、
惟
此
属
祭
一
事
、
独
不
挙
行
、
冥
冥
之
中
、
量
無
或
抱
寛
抑
、
或
懐
憤
恨
、
結
而
不

散
、
保
而
求
食
者
乎
、
此
足
以
積
恕
気
而
生
疾
疫
、
傷
和
気
市
致
変
怪
者
也
、
且
令
札
曹
追
録
前
朝
以
後
至
子
園
初
有
功
可
杷
之
人
、

詳
定
致
祭
之
法
、
州
郡
守
令
、
有
遺
愛
者
、
亦
聴
其
州
、
立
紀
以
祭
、
凡
無
把
之
鬼
、
贋
祭
之
法
、
一
依
洪
武
札
制
施
行
、
（
『
太
宗

実
録
』
巻
一
、
元
年
正
月
甲
成
〔
十
四
日
〕
条
、
参
門
下
府
事
権
近
上
書
）

こ
こ
で
権
近
は
『
洪
武
札
制
』
に
基
づ
い
て
属
祭
施
行
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
古
来
、
百
姓
に
功
績
が
あ
り
、
あ
る
い
は
死
を
賭
し

て
仕
え
た
者
に
は
致
祭
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
杷
る
者
の
い
な
い
鬼
神
の
た
め
に
も
泰
属
・
国
属
の
法
が
あ
る
。
明
の
『
洪
武
札
制
』
で
は
そ

の
点
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
李
朝
の
朝
祭
の
札
も
明
の
制
度
を
道
守
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
属
祭
の
制
度
の
み
は
挙
行
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
冥
土
で
寛
抑
・
憤
恨
を
抱
き
な
が
ら
飢
え
る
鬼
神
が
疾
疫
・
変
怪
を
起
こ
す
や
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た
懸
念
か
ら
権
近
は
、

札
曹
に
は
高
麗
以
後
、
李
朝
初
に
至
る
祭
杷
す
べ
き
者
を
追
録
し
、
致
祭
の
法
令
を
詳
定
す
る
こ
と
、
州
郡
の
守
令
に
は
遺
愛
あ
る
者
を

調
査
し
て
洞
堂
を
建
て
祭
杷
す
る
こ
と
、
そ
し
て
無
杷
の
鬼
神
に
つ
い
て
は
属
祭
の
法
令
を
『
洪
武
札
制
』
に
よ
り
施
行
す
る
よ
う
建
議

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
権
近
に
よ
る
属
祭
施
行
の
建
議
は
太
宗
の
裁
可
を
得
た
も
の
と
み
え
、
太
宗
四
年
四
月
に
は
札
曹
に
よ
っ
て
属
祭
儀
が
詳
定
さ
れ

た
。
次
に
引
く
『
太
宗
実
録
』
の
記
事
が
そ
う
で
あ
る
。

K
札
曹
詳
定
属
祭
儀
以
問
、
京
中
及
外
方
各
官
、
毎
歳
春
清
明
日
、
秋
七
月
十
五
日
、
冬
十
月
初
一
目
、
祭
無
杷
鬼
神
、
其
壇
設
於
城

北
郊
問
、
祭
物
、
京
中
牲
用
羊
三
・
家
三
・
飯
米
四
十
五
斗
、
外
方
知
官
以
上
、
視
京
中
減
三
分
之
一
、
県
令
監
務
、
視
知
官
減
半
、

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
泥

四
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羊
或
以
聾
鹿
代
用
、
主
祭
官
、
京
中
開
城
留
後
司
堂
上
官
・
漢
城
府
堂
上
、
外
方
各
其
官
、
（
同
書
、
巻
七
、
四
年
六
月
戊
寅
〔
九
日
〕

粂

こ
の
と
き
詳
定
さ
れ
た
属
祭
儀
の
う
ち
、
時
日
と
壇
所
の
規
定
は
『
洪
武
札
制
』
の
条
文
と
ほ
ぼ
同
文
（
史
料
K
中
の
傍
線
部
分
）
で
あ

る
。
た
だ
、
属
祭
壇
は
の
ち
築
造
さ
れ
る
が
、
規
式
か
ら
外
れ
て
い
た
た
め
、
太
宗
十
三
年
に
再
度
検
討
さ
れ
る
（
前
掲
史
料
B
）
。
さ

ら
に
、
主
祭
官
こ
そ
李
朝
の
官
制
に
合
わ
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
王
都
で
は
開
城
留
後
司
堂
上
官
と
漢
城
府
堂
上
を
併
置
し
て
い
る
。
こ

れ
は
定
宗
元
年
三
月
の
旧
都
開
城
へ
の
遷
都
に
よ
る
措
置
で
あ
り
、
の
ち
太
宗
五
年
十
月
に
は
再
度
漢
城
へ
遷
都
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

属
祭
の
主
祭
官
が
い
ず
れ
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
世
宗
二
十
一
一
年
（
一
四
四

O
）
に
撰

進
さ
れ
た
「
属
祭
儀
注
〔
発
告
城
陸
壇
、
行
祭
北
郊
壇
こ
に
は
次
の
如
く
あ
る
。

L
行
事
執
事
官
、
献
官
〔
漢
城
府
堂
上
〕
、
無
記
鬼
神
、
献
官
〔
漢
城
府
小
手
〕
、
典
記
官
〔
漢
城
府
判
官
以
下
〕
・
大
祝
〔
文
臣
参
外
〕

祝
史
二
〔
参
外
｝
・
斎
郎
二
〔
参
外
〕
・
謁
者
｛
参
外
〕
・
賛
者
〔
参
外
〕
・
参
引
〔
参
外
〕
・
監
察
、
二
世
宗
実
録
』
巻
八
九
、

二
十
二
年
六
月
日
亥
〔
二
十
九
日
〕
条
、
札
曹
撰
進
属
祭
儀
注
）

こ
れ
に
よ
り
、
献
官
す
な
わ
ち
主
祭
官
の
規
定
か
ら
開
城
留
後
司
堂
上
官
は
除
外
さ
れ
、
代
わ
っ
て
漢
減
府
堂
上
官
が
行
事
執
事
官
の
筆

頭
に
あ
げ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
引
い
た
史
料
L
で
は
、
献
宮
と
し
て
漢
城
府
堂
上
を
定
め
る
一
方
、
漢
城
府
小
手
を
も
献
官
と
し
た
点
が
目
に
と
ま

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
漢
城
府
へ
の
再
選
都
後
で
あ
れ
ば
、
二
種
の
献
官
を
規
定
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
開
城
遷

都
中
に
詳
定
さ
れ
た
属
祭
儀
に
「
京
中
開
城
留
後
司
堂
上
官
・
漢
城
府
堂
上
」
（
前
掲
史
料
K
）
と
あ
っ
た
の
は
、
王
都
の
所
在
と
は
ま

た
別
の
事
情
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
や
は
り
『
国
朝
五
礼
儀
』
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

す
で
に
検
討
済
み
で
は
あ
る
が
、
醐
祭
に
は
主
都
と
州
県
で
の
二
種
の
儀
註
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地
方
に
お
け
る
醐
祭
挙

行
が
国
家
に
よ
り
統
制
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
廃
祭
の
場
合
も
「
国
朝
五
礼
儀
」
巻
二
、
吉
札
に
は
「
腐
祭
儀
〔
発



告
城
陸
壇
、
行
祭
北
郊
壇
ご
と
「
州
県
属
祭
儀
」
の
二
種
の
儀
註
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
祭
杷
は
さ
ら
に
発
告
と
行
祭
に
二
分

さ
れ
、
献
官
も
漢
城
府
堂
上
と
漢
城
府
庶
ヰ
ア
の
二
種
を
別
個
に
規
定
し
た
の
で
あ
る
（
前
掲
【
表
町
】
参
照
）
。
ま
た
、
次
に
引
く
規
定
は
、

贋
祭
壇
に
二
種
の
神
位
が
記
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。

属
祭
壇
在
北
郊
、
制
輿
霊
星
問
、
神
座
、
城
陸
在
壇
上
北
、
南
向
、
無
記
鬼
神
在
壇
下
、
左
右
相
向
、
（
後
略
）
（
『
国
朝
五
礼
序
例
』

巻
一
、
吉
札
、
壇
廟
図
説
条
、
霊
星
壇
の
項
）

す
な
わ
ち
、
属
祭
壇
は
北
郊
に
あ
り
、
そ
の
壇
上
に
城
程
神
が
、
そ
の
壇
下
に
は
無
記
鬼
神
が
杷
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
献
官
を
二
種
定
め

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
属
祭
の
無
記
鬼
神
の
神
位
は
当
初
十
二
位
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
仁
順
府
院
朴
班
の
上
啓
に
よ
り
、

「
産
難
死
者
」
「
震
死
者
」
「
墜
死
者
」
の
三
位
が
添
入
さ
れ
て
十
五
位
と
な
り
、
王
都
の
み
な
ら
ず
州
県
に
お
け
る
属
祭
も
十
五
位
へ
神

位
を
加
設
す
る
に
至
っ
た
。

で
は
、
腐
祭
壇
は
北
郊
の
ど
こ
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
腐
祭
壇
の
所
在
地
に
つ
い
て
、
『
世
宗
実
録
』
地
理
志
は
「
在
彰
義

門
外
」
と
し
、
ま
た
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
も
「
在
北
郊
」
と
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
北
郊
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
の
み
で
あ

る
。
た
だ
、
李
朝
中
期
の
成
但
（
一
四
三
九
l
一
五
O
四
年
）
の
随
筆
集
で
あ
る
『
傭
斎
叢
話
』
（
『
大
東
野
乗
』
巻
一
、
所
収
）
に
は
、

属
祭
壇
在
蔵
義
門
外
蔵
義
寺
洞
、
漢
城
府
主
市
祭
之
、
（
同
書
、
巻
一

O
、
祭
壇
）

と
あ
り
、
彰
義
門
外
の
「
蔵
義
寺
洞
」
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
彰
義
門
外
に
は
蔵
義
寺
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
近
地

で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
蔵
義
寺
洞
」
に
関
連
し
て
、
『
世
宗
実
録
』
に
は
「
造
紙
所
〔
在
壮
義
寺
洞
〕
」
「
壮
義
寺
〔
在
彰

義
門
外
〕
」
と
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
よ
り
す
れ
ば
、
「
蔵
義
寺
桐
」
に
は
蔵
義
寺
・
造
紙
所
そ
し
て
罵
壇
が
と
も
に
存
在
し
た
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
十
八
世
紀
に
作
製
さ
れ
た
「
四
山
禁
標
図
」
（
英
祖
四
十
一
年
〔
一
七
六
五
〕
、
木
版
本
）
や
「
都
城
図
」
（
一
七
二

0
年
代
、

筆
写
本
）
に
も
造
紙
所
上
方
に
「
属
壇
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
は
『
五
万
分
之
一
地
形
図
』
（
旧
日
本
陸
軍
参
謀

本
部
陸
地
測
量
部
発
行
、
大
正
七
年
〔
一
九
一
八
〕
作
製
）
の
「
京
城
」
に
み
え
る
京
畿
道
高
陽
郡
思
平
面
付
岩
里
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷

一
四
三



李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
犯

一
四
四

こ
の
属
祭
は
地
方
で
悪
疫
が
流
行
す
る
た
び
に
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
祭
杷
の
必
要
性
が
説
か
れ
、
そ
の
挙
行
が
建
議
さ
れ
た
。
さ
き
に

み
た
鵡
祭
と
同
様
、
属
祭
は
現
実
的
な
問
題
と
直
結
し
て
い
た
が
た
め
に
李
朝
後
期
ま
で
存
続
し
た
祭
犯
で
あ
っ
た
。

回
、
む
す
び

以
上
、
本
稿
で
は
李
朝
初
期
の
杷
典
、
す
な
わ
ち
『
世
宗
実
録
』
五
札
と
『
国
朝
五
礼
儀
」
に
み
え
る
吉
礼
の
差
異
に
つ
い
て
、
と
く

に
小
杷
に
あ
ら
わ
れ
た
変
動
を
中
心
と
し
て
『
国
朝
五
礼
儀
』
成
立
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷
の
特
性
を
考
察
し
た
。
『
国
朝
五
礼
儀
』
吉

札
で
は
老
人
星
祭
・
鵡
祭
・
酷
祭
・
諜
祭
・
寓
祭
の
五
種
類
の
祭
把
が
小
杷
と
し
て
あ
ら
た
に
加
え
ら
れ
、
こ
の
う
ち
諜
祭
と
腐
祭
に
つ

い
て
は
明
の
『
洪
武
札
制
』
の
規
定
が
李
朝
の
杷
典
に
知
実
に
反
映
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
主
国
た
る
明
の

札
制
を
李
朝
が
模
倣
し
た
の
は
、
そ
の
時
代
相
を
考
え
れ
ば
至
極
当
然
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
記
の
う
ち
老
人
星
祭
は
道
教

儀
礼
と
し
て
高
麗
で
は
す
で
に
祭
杷
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
藤
祭
に
つ
い
て
も
高
麗
で
挙
行
さ
れ
た
祭
施
で
あ
っ
た
こ
と
を
『
高

麗
史
』
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
少
な
く
と
も
こ
の
老
人
星
祭
と
諜
祭
の
こ
祭
記
は
明
制
の
模
倣
の
結
果
と
し
て
の
み
捉
え
る

べ
き
で
は
な
く
、
高
麗
伝
来
の
吉
礼
的
要
素
を
継
承
し
た
点
に
つ
い
て
も
評
価
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
誠
祭
・
醐
祭
・
属
祭
は
い
ず
れ
も
災

害
・
瞳
災
な
ど
を
穣
う
と
い
う
、
現
実
的
社
会
問
題
と
直
結
し
た
祭
記
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
っ
た
。

李
朝
が
明
の
札
制
を
可
能
な
限
り
吸
収
し
体
系
化
せ
ん
と
こ
こ
ろ
み
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
主
体
性
を
欠
い

た
模
写
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
李
朝
は
高
麗
時
代
の
遺
制
を
復
活
・
継
承
し
、
ま
た
、
社
会
の
要
求
に
応
え
る
実
利
追
求
の
祭
記
を

李
朝
初
期
の
記
典
に
制
度
化
し
、
定
着
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

き
て
、
本
稿
で
は
時
期
を
李
朝
初
期
に
限
定
し
た
が
、
李
朝
後
期
で
は
ま
た
あ
ら
た
な
特
性
が
国
家
祭
杷
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
ず
、

『
国
朝
五
礼
儀
』
を
さ
ら
に
改
訂
し
た
『
国
朝
続
五
礼
儀
』
（
英
祖
二
十
年
〔
一
七
四
四
〕
）
で
は
、
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
五
種
類
の
祭
杷

の
う
ち
、
老
人
星
祭
と
鵡
祭
は
草
寵
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
『
国
朝
続
五
礼
儀
』
で
は
明
将
楊
鏑
－

m時
を
杷
る
宣
武
婦
と
関
羽
を
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記
る
関
王
廟
の
二
種
類
の
祭
記
が
あ
ら
た
に
国
家
祭
把
と
し
て
小
杷
に
登
載
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
壬
辰
倭
乱
、
そ
し
て
明
清
交
替
と
い
う

東
ア
ジ
ア
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
李
朝
後
期
社
会
で
は
慕
明
思
想
が
高
揚
す
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
礼
制
運
営
面
に
お
い
て
も

こ
れ
ら
の
祭
杷
が
杷
典
に
反
映
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
い
ず
れ
も
朝
鮮
固
有
の
祭
神
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
李
朝
後
期

の
杷
典
に
制
度
化
さ
れ
定
着
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
宣
武
調
と
関
王
廟
の
設
置
経
緯
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
先
行
論
文
が
あ
る
も

の
の
、
儀
礼
的
側
面
か
ら
国
家
祭
杷
と
し
て
の
性
格
や
位
置
づ
け
を
追
究
し
た
論
考
は
な
い
。
宣
武
耐
と
関
王
廟
の
二
祭
把
こ
そ
が
李
朝

後
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷
の
特
性
で
あ
り
、
今
後
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
一
九
九
ニ
年
十
一
月
稿
了
）

註
（1
）
池
斗
燥
「
朝
鮮
前
期
廟
制
刊
号
智
一
考
察
｜
｜
世
次
・
位
次
問
題
善
中
心
。
一
三
－
｜
｜
」
（
『
韓
国
文
化
」

4
、
ぺ
金
、
一
九
八
三

年
十
二
月
）
、
同
「
国
朝
五
礼
儀
編
纂
過
程
（
I
）
｜
｜
合
札
宗
廟
・
社
稜
祭
儀
E

一
己
中
心
主
主

l
l」
（
『
釜
山
史
学
」
第
九
輯
、
釜
山
、

一
九
八
五
年
一
月
）
、
同
「
朝
鮮
前
期
文
廟
儀
礼
判
整
備
過
程
」
（
「
韓
国
史
研
究
』
問
、
刈
会
、
一
九
九
一
年
十
二
月
）
。

（2
）
李
範
稜
『
韓
国
中
世
礼
思
想
研
究
｜
i
五
礼
吾
中
心
。
一
豆
looe
－
」
（
一
潮
閥
、
ペ
金
、
一
九
九
一
年
九
月
）
は
、
一
九
八
一
年
か
ら
一

九
九
一
年
ま
で
の
高
麗
お
よ
び
李
朝
初
期
の
五
礼
札
制
に
関
す
る
論
考
十
二
本
を
収
録
す
る
。

（3
）
『
端
宗
実
録
』
巻
一
二
、
即
位
年
九
月
壬
寅
（
十
三
日
）
条
、
『
世
宗
実
録
』
巻
一
二
人
、
五
礼
、
巻
首
。

（4
）
『
国
朝
五
礼
儀
」
序
（
萎
希
孟
）
。

（5
）
『
世
宗
実
録
』
巻
二
一
、
一
ニ
年
七
月
戊
寅
（
十
八
日
）
条
、
お
よ
び
巻
二
二
、
三
年
十
月
戊
成
（
七
日
）
条
。

（
6
）
『
世
宗
実
録
』
巻
二
七
、
七
年
正
月
乙
酉
（
十
四
日
）
条
、
『
園
朝
五
礼
儀
』
巻
一
、
吉
礼
、
春
秋
享
永
寧
殿
儀
条
。

（7
）
拙
稿
「
李
朝
初
期
の
杷
典
を
通
し
て
み
た
檀
君
祭
杷
」
（
『
朝
鮮
学
報
』
第
一
三
五
輯
、
一
九
九
O
年
四
月
）
、
向
「
檀
君
祭
組
儀
礼
の
分
析
」

（
『
年
報
朝
鮮
学
』
創
刊
号
、
九
州
大
学
朝
鮮
学
研
究
会
、
一
九
九
O
年
十
二
月
）
。

（8
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
李
範
稜
氏
は
宋
代
性
理
学
の
受
容
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
祭
犯
の
制
度
的
変
遷
や
そ
の
意
義
に
つ

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷

一
四
五



李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷

一
四
六

い
て
は
追
究
し
て
い
な
い
。
同
氏
「
国
朝
五
礼
儀
判
成
立
刊
叫
が
』
一
考
察
」
（
『
歴
史
学
報
』
第
一
一
一
二
輯
、
付
金
、
一
九
八
九
年
六

月
、
の
ち
に
同
氏
の
前
掲
書
の
第
2
章
、
町
に
「
成
宗
朝
『
国
朝
五
礼
儀
』
叫
「
成
立
」
と
し
て
収
録
）
参
照
。
な
お
、
こ
の
五
種
の
祭
犯

に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
村
山
智
順
『
朝
鮮
の
鬼
神
』
（
朝
鮮
総
督
府
、
京
城
、
一
九
二
九
年
二
月
、
複
刊
は
図
書
刊

行
会
、
一
九
七
九
年
五
月
）
一
一
一
九
l

一
三
七
頁
、
京
城
府
編
『
京
城
府
史
』
第
一
巻
（
京
城
府
、
京
城
、
一
九
三
四
年
三
月
、
複
刊
は
湘

南
堂
書
店
、
一
九
八
二
年
六
月
）
八
二
l
八
九
頁
、
斗
含
特
別
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
斗
金
六
百
年
史
』
第
一
巻
（
・
付
金
特
別
市
、
ペ
舎
、

一
九
七
七
年
十
二
月
）
二
三
四
l
二
三
六
頁
、
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ご
く
簡
単
な
概
説
的
記
述
に
と
ど
ま
る
。

（9
）
『
経
国
大
典
註
解
』
（
明
宗
十
年
〔
一
五
五
五
〕
刊
）
は
老
人
星
に
つ
い
て
次
の
知
き
註
解
を
加
え
る
。

老
人
星
、
一
日
、
南
極
、
常
以
秋
分
之
朝
見
子
丙
、
春
分
之
夕
没
子
丁
、
秋
分
候
之
南
郊
、
明
大
則
人
主
有
寿
、
天
下
安
寧
、
不
見
則
人

主
憂
兵
起
・
歳
荒
、
客
星
入
為
民
疫
、
一
日
、
兵
起
、
老
者
憂
流
星
犯
之
、
老
人
多
疾
、
一
目
、
兵
起
、
（
同
書
、
後
集
、
下
、
礼
典
、

祭
礼
条
）

ま
た
、
後
述
の
鵡
祭
・
藤
祭
・
鷹
祭
に
つ
い
て
は
、

務
祭
、
師
祭
、
為
兵
稽
也
、
祭
最
尤
、

藤
祭
、
藤
以
俸
牛
尾
為
之
、
象
蛍
尤
之
頭
、

属
祭
、
祭
無
杷
鬼
神
、
鬼
無
所
婦
、
或
為
人
害
、
故
祭
之
、
（
い
ず
れ
も
同
書
同
条
）

と
あ
る
が
、
『
経
国
大
典
』
に
蹄
祭
の
規
定
が
漏
れ
た
た
め
、
こ
こ
に
は
そ
の
註
解
も
存
在
し
な
い
。

（
叩
）
『
文
献
通
考
』
巻
八
O
、
郊
社
考
二
ニ
、
祭
星
辰
条
。

（
日
）
『
政
和
五
札
新
儀
』
（
政
和
三
年
〔
一
一
一
一
一
一
〕
刊
）
巻
一
、
序
例
、
排
杷
・
壇
廟
条
、
お
よ
び
巻
七
九
、
吉
礼
、
杷
霊
星
寿
星
儀
条
。

な
お
、
『
政
和
五
札
新
儀
』
は
『
大
唐
開
元
礼
』
（
開
元
二
十
年
〔
七
三
一
一
〕
成
立
）
の
構
成
を
踏
襲
し
た
北
宋
末
の
礼
典
で
あ
る
。
そ
の
編

纂
経
緯
に
つ
い
て
は
、
山
内
弘
一
「
北
宋
時
代
の
郊
杷
」
（
『
史
拳
雑
誌
』
第
二
九
編
第
一
号
、
一
九
八
三
年
一
月
）
、
小
島
毅
「
宋
代
の
国

家
祭
杷
｜
｜
『
政
和
五
礼
新
儀
』
の
特
徴
｜
｜
」
（
池
田
混
編
『
中
国
礼
法
と
日
本
律
令
制
』
〔
東
方
書
店
、
一
九
九
二
年
三
月
〕
所
収
）
な

ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
ロ
）
李
範
稜
「
丞
位
丞
オ
中
一
司
司
会
噂
」
（
『
川
河
AU
』乱『且』

4
、
ペ
合
、
一
九
八
六
年
十
二
月
、
の
ち
に
同
氏
の
前
掲
書
の
第
2
章、

E
に

「
朝
鮮
初
期
判
五
礼
運
営
」
と
し
て
収
録
）
参
照
。

（
日
）
の
ち
札
曹
の
上
啓
に
よ
り
、
仲
農
・
後
農
の
両
祭
杷
は
古
制
に
も
と
る
乙
さ
れ
、
太
宗
十
四
年
に
廃
止
さ
れ
た
（
『
太
宗
実
録
』
巻
二
七
、

十
四
年
四
月
丁
巳
〔
十
四
日
〕
条
）
。



（
比
）
た
と
え
ば
、
李
能
和
『
朝
鮮
道
教
史
」
（
東
国
大
学
校
、
ペ
合
、
一
九
五
九
年
十
一
月
。
国
訳
は
李
鍾
殿
訳
註
『
朝
鮮
道
教
史
』
、
普
成
文

化
社
、
ぺ
合
、
一
九
七
七
年
十
月
）
の
第
十
章
「
高
麗
道
教
道
働
行
事
思
想
雑
緑
」
、
第
十
一
章
「
高
麗
史
上
道
教
的
行
事
」
、
ま
た
、
車
柱

環
『
韓
国
司
道
教
思
想
』
（
同
和
出
版
社
、
斗
会
、
一
九
八
四
年
十
月
。
邦
訳
は
三
浦
圏
雄
・
野
崎
充
彦
訳
『
朝
鮮
の
道
教
』
、
人
文
書
院
、

一
九
九
O
年
六
月
）
の
六
「
高
麗
判
道
教
思
想
」
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
日
）
『
高
麗
史
』
巻
四
人
、
実
文
志
二
、
月
五
星
凌
犯
及
星
変
条
、
『
高
麗
史
節
要
』
巻
一
一
、
毅
宗
二
十
四
年
二
月
・
三
月
・
四
月
条
。

（
日
）
野
尻
抱
影
『
星
と
東
方
美
術
』
（
恒
星
社
、
一
九
七
一
年
四
月
）
、
飯
島
忠
夫
「
支
那
暦
法
起
源
考
」
（
一
九
七
九
年
十
月
、
第
一
書
房
復
刊
）

な
ど
に
老
人
星
の
由
来
が
説
か
れ
て
い
る
。

（
げ
）
高
麗
時
代
と
李
朝
初
期
の
老
人
星
祭
に
つ
い
て
は
、
李
能
和
・
牽
柱
環
の
前
掲
二
書
で
も
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
国
朝
五

礼
儀
』
の
規
定
に
は
何
ら
言
及
が
な
い
。
李
能
和
、
前
掲
書
の
第
二
十
章
「
老
人
星
（
寿
星
）
」
、
ま
た
、
車
柱
環
、
前
掲
書
の
鮒
録
、
第
四

章
「
老
人
星
祭
」
参
照
。

（
回
）
前
問
恭
作
「
関
城
宮
殿
簿
」
（
『
朝
鮮
学
報
』
第
二
六
輯
、
一
九
六
三
年
一
月
。
の
ち
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
「
前

間
恭
作
著
作
集
』
下
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
四
年
六
月
〕
に
収
録
）
。

（
日
）
福
源
宮
に
つ
い
て
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
は
〔
福
源
宮
〔
容
宗
・
毅
宗
、
嘗
親
醗
子
是
宮
〕
」
（
同
書
、
巻
五
、
開
城
府
下
、
古
跡
条
）

と
記
録
す
る
。

（
初
）
『
文
献
通
考
』
に
よ
れ
ば
、
北
宋
の
元
豊
四
年
に
秋
分
に
寿
星
（
老
人
星
）
一
位
を
壇
上
に
記
る
よ
う
建
議
し
た
記
録
が
あ
り
（
問
書
、

巻
八
O
、
郊
社
考
二
二
、
祭
星
辰
条
）
、
本
文
史
料
C
の
内
容
と
一
致
す
る
。

（
幻
）
「
屯
地
山
」
の
地
名
比
定
に
つ
い
て
は
、
中
村
栄
孝
「
朝
鮮
世
祖
の
園
丘
壇
祭
杷
に
つ
い
て
（
上
）
」
（
『
朝
鮮
学
報
」
第
五
四
輯
、
一
九

七
O
年
一
月
）
参
照
。

（
辺
）
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
一
、
京
都
上
、
壇
廟
条
、
風
雲
雷
雨
壇
・
霊
星
壇
の
各
項
参
照
。
ま
た
、
『
国
朝
五
礼
序
例
』
巻
一
、
土
口
札
、

壇
廟
図
説
条
、
霊
星
壇
の
項
に
も
「
老
人
星
〔
寿
星
〕
壇
、
在
南
郊
」
と
あ
る
。

（
お
）
『
世
宗
実
録
』
巻
一
五
、
四
年
一
一
一
月
発
亥
（
六
日
）
条
。

（
剖
）
『
世
宗
実
録
』
巻
二
五
、
六
年
九
月
甲
牛
（
二
十
二
日
）
条
に
、
「
礼
曹
啓
、
頑
祭
儀
注
〔
嘗
春
秋
講
武
時
、
前
期
一
日
、
行
祭
〕
」
と
あ

る
。
な
お
、
本
文
史
料
D
で
礼
曹
が
典
拠
と
し
た
の
は
『
通
典
』
巻
七
六
、
礼
三
六
、
軍
一
、
天
子
諸
侯
出
征
類
宜
造
誠
弁
祭
所
過
山
川
条

で
あ
る
。

（
お
）
『
文
献
通
考
』
巻
八
八
、
郊
社
二
一
、
祈
祷
、

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
泥

宇
品
・
れ
～
、

『
太
常
国
草
礼
』

（
治
平
一
一
年
〔
一

O
六
五
〕
刊
）
巻
八
て
新
礼
一
回
、
京
師
及

一
四
七



李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷

一
四
人

州
県
祭
醗
条
、
参
照
。

（
お
）
『
国
朝
五
札
序
例
』
巻
一
、
吉
札
、
時
日
条
に
は
「
鍾
娯
醐
祭
」
「
所
祈
迫
切
、
不
卜
日
」
な
ど
の
規
定
が
み
え
る
。

（
幻
）
『
国
朝
五
礼
儀
』
巻
二
、
士
口
札
、
享
先
牧
儀
〔
罵
社
・
馬
歩
・
鴻
祭
・
蹄
祭
同
〕
条
、
お
よ
び
州
県
蹄
祭
儀
条
。

（
お
）
前
掲
註
（
お
）
参
照
。

（
却
）
『
国
朝
五
礼
序
例
』
巻
一
、
吉
礼
、
壇
廟
図
説
条
、
霊
星
壇
の
項
に
は
「
鵡
祭
〔
叢
尤
〕
壇
、
在
東
北
郊
」
「
櫛
祭
〔
為
人
物
災
害
一
口
之
神
〕
、

就
馬
歩
壇
行
」
と
あ
る
。

（
ω）
『
国
朝
五
礼
序
例
』
巻
て
士
口
礼
、
壇
廟
図
説
条
、
風
雲
雷
雨
山
川
城
陸
壇
〔
先
農
・
先
蚕
・
零
紀
・
岳
海
演
附
〕
の
項
、
お
よ
び
『
新

増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
一
、
京
都
上
、
壇
廟
条
、
先
蚕
壇
・
零
杷
壇
の
各
項
で
は
、
先
蚕
・
零
杷
の
両
壇
の
所
在
地
を
「
在
東
郊
」
と
す
る
。

（
幻
）
沙
斤
洞
南
方
の
箭
串
は
国
馬
の
牧
養
地
で
あ
っ
た
（
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
三
、
漢
城
府
、
山
川
条
、
箭
串
の
項
）
。

（
詑
）
『
国
朝
五
礼
儀
考
異
』
（
英
祖
二
十
年
〔
一
七
四
四
〕
）
巻
一
、
序
例
考
異
、
排
杷
条
に
は
「
霊
星
・
老
人
星
・
馬
祖
・
先
牧
・
馬
杜
・
馬

歩
・
鵡
祭
、
今
罷
」
と
し
、
ま
た
同
書
、
巻
て
士
口
礼
考
異
、
杷
霊
星
儀
・
享
先
牧
儀
の
各
条
に
も
そ
れ
ぞ
れ
「
今
罷
〔
老
人
星
・
馬
祖
同
〕
」

「
今
罷
〔
馬
歩
・
馬
社
・
稀
祭
同
〕
」
と
し
て
お
り
、
李
朝
後
期
の
杷
典
で
は
老
人
星
と
鵡
祭
が
除
外
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。

（
お
）
た
と
え
ば
、
中
宗
二
十
年
（
一
五
二
五
）
に
は
黄
海
道
で
、
粛
宗
四
十
四
年
二
七
一
七
）
に
は
平
安
道
で
盤
災
が
発
生
し
、
醐
祭
が
挙

行
さ
れ
た
（
『
中
宗
実
録
』
巻
五
五
、
二
十
年
八
月
己
丑
〔
二
日
〕
条
、
『
粛
宗
実
録
』
巻
六
二
、
四
十
四
年
七
月
甲
子
〔
十
七
日
〕
条
）
。

（
鈍
）
『
高
麗
史
』
巻
六
三
、
札
志
五
、
土
口
礼
、
雑
記
、
忠
烈
王
七
年
三
月
甲
子
（
二
十
八
日
）
・
同
十
三
年
六
月
己
巳
（
十
日
）
・
同
十
六
年

九
月
庚
申
（
二
十
日
）
条
。
こ
の
一
一
一
件
の
う
ち
、
二
件
は
日
本
へ
の
出
征
（
忠
烈
王
七
年
・
十
六
年
）
、
一
件
は
乃
顔
の
叛
乱
へ
の
助
征
（
同

十
三
年
）
の
際
の
蘇
祭
記
事
で
あ
る
。

（
お
）
『
高
麗
史
』
巻
四
一
、
世
家
四
一
、
恭
懸
王
十
八
年
十
二
月
辛
未
（
十
日
）
条
、
お
よ
び
同
書
、
巻
六
回
、
礼
志
六
、
軍
礼
、
師
還
儀
条
。

（
お
）
『
定
宗
実
録
』
巻
五
、
二
年
九
月
庚
辰
（
十
九
日
）
条
。

（
初
出
）
『
世
宗
実
録
』
巻
八
九
、
二
十
二
年
六
月
発
未
（
十
三
日
）
条
に
「
礼
曹
撰
進
藤
祭
儀
注
〔
文
官
不
預
祭
〕
」
と
あ
る
。

（
犯
）
『
洪
武
札
制
』
祭
把
礼
儀
、
守
禦
官
祭
旗
稼
文
官
不
預
祭
条
。
な
お
、
本
文
史
料
I
は
『
皇
明
制
書
』
上
巻
（
古
典
研
究
会
、
一
九
六
七

年
四
月
）
所
収
の
『
洪
武
札
制
』
と
は
異
同
が
あ
り
、
む
し
ろ
、
同
書
下
巻
所
収
の
内
閣
文
庫
本
の
記
事
と
合
致
す
る
。

（
お
）
『
世
宗
実
録
』
巻
八
九
、
二
十
二
年
四
月
乙
酉
（
十
四
日
）
条
、
『
文
宗
実
録
』
巻
＝
一
、
二
年
三
月
丙
申
（
三
日
）
条
、
『
世
祖
実
録
』

巻
三
、
二
年
三
月
丁
酉
（
二
十
八
日
）
条
。

（
ω）
太
宗
は
こ
の
年
十
一
月
に
関
城
寿
昌
宮
で
即
位
し
、
そ
の
翌
月
に
失
火
に
見
舞
わ
れ
た
（
『
定
宗
実
録
』
巻
六
、
定
宗
二
年
〔
太
宗
即
位
年
〕



十
一
月
発
酉
〔
十
三
日
〕
条
、
お
よ
び
十
二
月
壬
子
〔
二
十
二
日
〕
条
）
。

（
組
）
こ
の
権
近
に
よ
る
上
書
（
本
文
史
料
J
）
は
『
陽
村
集
』
（
顕
宗
十
五
年
〔
一
六
七
四
〕
刊
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
（
同
書
、
巻
三
一
、

上
書
類
、
寿
昌
宮
災
上
書
条
）
。

（
位
）
『
洪
武
札
制
』
祭
杷
礼
儀
、
祭
属
条
。

（
幻
）
『
世
宗
実
録
』
巻
一

O
六
、
二
十
六
年
十
月
丙
午
（
一
日
）
条
、
『
成
宗
実
録
』
巻
一
五
、
一
二
年
二
月
葵
酉
（
六
日
）
条
。
な
お
、
無
把

鬼
神
十
五
位
に
つ
い
て
は
『
国
朝
五
礼
序
例
」
巻
一
、
吉
礼
、
壇
廟
図
説
条
、
霊
星
壇
の
項
に
規
定
が
あ
る
。

〈

M
H

）
『
世
宗
実
録
』
巻
一
四
人
、
地
理
志
、
京
都
漢
城
府
条
、
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
一
、
京
都
上
、
壇
廟
条
。

（
犯
）
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
三
、
漢
城
府
、
悌
字
条
に
「
蔵
義
寺
」
が
み
え
、
そ
の
割
註
に
「
彰
義
門
外
」
と
あ
る
。

｛
羽
）
『
世
宗
実
録
』
巻
一
四
八
、
地
理
志
、
京
都
漢
城
府
条
。
な
お
、
壮
と
蔵
は
い
ず
れ
も
「
サ
」
で
音
通
す
る
。
ま
た
、
「
蔵
義
寺
」
壮
に

つ
い
て
は
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告

l
1
1大
正
五
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
1

｜
｜
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
四
月
復
刊
）

に
今
西
龍
提
出
の
報
告
書
が
あ
る
。

（
幻
）
許
英
桓
『
ぺ
会
叫
「
古
地
図
』
（
一
一
一
省
出
版
社
、
社
会
、
一
九
八
九
年
十
月
）
所
収
。

（
招
）
た
と
え
ば
、
文
宗
元
年
二
四
五
こ
よ
り
端
宗
元
年
（
一
四
五
三
）
に
か
け
て
、
黄
海
道
・
京
畿
で
悪
疫
が
発
生
し
た
た
め
、
朝
富
を

派
遣
し
て
属
祭
が
挙
行
さ
れ
た
（
『
文
宗
元
年
』
巻
九
、
元
年
九
月
乙
卯
〔
二
十
日
〕
・
突
亥
〔
二
十
八
日
〕
条
、
『
端
宗
実
録
』
巻
五
、
元

年
正
月
己
卯
〔
二
十
一
日
〕
条
）
。

（
川
町
）
前
掲
註
（
認
）
参
照
。

（
印
）
『
国
朝
続
五
礼
儀
序
例
』
（
英
祖
二
十
年
〔
一
七
四
四
〕
）
に
は
次
の
如
き
規
定
が
あ
る
。

小
組
、
啓
聖
桐
・
関
王
廟
・
宣
武
嗣
、
（
同
書
、
巻
一
、
吉
礼
、
柿
併
杷
条
）

（
日
）
官
一
武
洞
に
つ
い
て
は
中
村
栄
孝
「
朝
鮮
の
慕
明
思
想
と
大
報
壇
」
（
『
天
理
大
学
学
報
』
第
七
八
輯
、
一
九
七
二
年
三
月
）
に
言
及
が
あ
る
。

ま
た
、
関
王
廟
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
、
井
上
以
智
為
「
関
羽
澗
廟
の
由
来
並
に
変
選
（
上
）
（
下
）
」
（
『
史
林
』
第
二
六
巻
第
一
・
二
号
、

一
九
三
七
年
一
・
四
月
）
、
金
龍
国
「
関
王
廟
建
置
考
」
（
『
郷
土
斗
o
Z
第
二
五
号
、
ぺ
合
、
一
九
六
五
年
七
月
）
、
中
村
栄
孝
「
朝
鮮
に
お

け
る
関
羽
の
洞
廟
に
つ
い
て

l
l壬
反
・
丁
酉
倭
乱
と
『
関
王
廟
』
の
創
始
｜
｜
」
（
『
天
理
大
学
学
報
』
第
八
五
輯
、
一
九
七
三
年
三
月
）

な
ど
が
あ
る
。

李
朝
初
期
に
お
け
る
国
家
祭
杷

一
四
九


